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店頭外国為替証拠金取引(ひまわり FX)に係るご注意 

○ 本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の

対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お

客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘は

できない取引です。（注１） 

※ この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、

お客様の要請によるものであることを改めてご確認ください。 

○ また、本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うこと

が出来ることから、場合によっては、大きな損失が発生

する可能性を有しております。また、その損失は、差し

入れた証拠金の額を上回る場合があります。本取引の内

容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願い

いたします。 

○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきまし

ては、当社までお申し出ください。なお、お取引について

のトラブル等は、以下のＡＤＲ（注２）機関における苦情処

理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

電話番号 ０１２０－６４－５００５（フリーダイヤル） 

（注１） ただし、以下に該当する場合は適用されません。 
・法人のお客様の場合
・個人のお客様で、当該取引に関して特定投資家に移行されているお客様の場合
・勧誘の日前 1 年間に、２以上のお取引いただいたお客様及び勧誘の日に未決済の残
高をお持ちのお客様の場合

（注２） ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決し

ようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいい

ます。 
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店頭外国為替証拠金取引（ひまわり FX）をはじめるにあたっては、本説明書の

内容を十分に読んでご理解下さい。店頭外国為替証拠金取引は、取引対象であ

る通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。店頭外国為替証拠金

取引は、多額の利益が得られることもある半面、多額の損失を被る危険を伴う

取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説

明書のみでなく取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取

引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責

任において行うことが肝要です。 
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本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37条の３第 1項の規定に

基づき顧客に情報提供するもので、同法第２条第 22項に規定する店頭デリバテ

ィブ取引のうち同項第１号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店

頭外国為替証拠金取引について説明します。 
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第 1章  リスクについて 

店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 

店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生

ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップ

ポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がそ

の取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失

の額が証拠金の額を上回ることがあります。また、以下の重要事項についても

ご確認願います。相場状況の急変により、売付価格と買付価格のスプレッド幅

が広がったり、意図した取引が出来ない可能性があります。取引システム又は

金融商品取引業者およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことによ

り、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。取引

手数料および口座開設・維持に係る手数料は無料です。※ループ・イフダン口

座を利用する際には、別途投資顧問契約に基づく助言報酬が発生します。 

お客様が、注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること（クーリングオフ）

はできません。当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とする

カバー取引を次の業者と行っています。 

令和２年 9月 18日現在 

・株式会社外為オンライン（金融商品取引業） 

・株式会社 FXブロードネット（金融商品取引業） 

・株式会社アイネット証券（金融商品取引業） 

・ＯＣＢＣ証券（証券業） 

 監督官庁・シンガポール金融管理局 

・Milestone Investment and Research Pte. Ltd.  

（投資業：Accounting &Corporate Regulatory Authority）  

・Foreland Singapore Pte Ltd  

（投資業：Accounting &Corporate Regulatory Authority）  

・Foreland Realty Network Singapore Pte Ltd  

（投資業：Accounting &Corporate Regulatory Authority） 

 

お客様から預託を受けた証拠金に、実現損益、評価損益及びスワップ損益を加

算減算した金額は、その金額を株式会社三井住友銀行の金銭信託口座に入金し、

当社の自己の資金と区分して管理しております。 

当社は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律」第 10条の５第７項第１号に規定する報告金融機関等にあたります。

当社と取引を行うお客様は、同条第１項前段の規定により、「特定取引を行う者

の届出書」を届け出ていただく必要があります。また、当社では、同項後段の

規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国の

お客様については、同法第 10条の６第１項の規定により口座残高等の情報を所

轄税務署長に報告することが義務付けられております。 
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当社「店頭外国為替証拠金取引」におけるお客様からのご注文は、為替市場及びカバー取

引先等のレートを参考にして当社によって執行され、お客様と当社との契約上の取引（以

下、「本取引」という。）を行います。なお、当社は、本取引により生じ得る当社の損失の

減少を目的として、上記に掲げたカバー取引先との間でカバー取引を行っております。本

取引については当社が全責任を負っており、カバー取引先とお客様との間には一切の契約

関係はないため、カバー取引先が、本取引にかかるお客様からのご質問、ご照会に応じる

ことはなく、本取引より生じ得る損失等についてお客様が直接カバー取引先に請求権を持

つことはありませんので、ご承知おきください。 

また、カバー取引先は、予告なく追加変更することがありますので、情報は、当社ＨＰ上

にてご確認願います。  

 

店頭外国為替証拠金取引における主なリスク 

(1) 為替変動リスク 

外国為替市場では、各国の経済環境、金利動向等により 24時間常に為替レートが変動して

おります（土日・一部の休日を除く）。店頭外国為替証拠金取引は、ある通貨を対価として、

その通貨以外の通貨を売買する取引を指しますが、値幅制限もなく短期間で大きく変動す

る場合もあり、変動によっては為替差損が発生します。また、その損失はお客様が当社に

預託された証拠金の額を超える可能性もあります。  

 

(2) レバレッジ効果リスク 

店頭外国為替証拠金取引ではレバレッジ（てこの作用）による高度なリスクが伴います。

実際の投資した資金に比べて大きな取引が可能なため、大きな利益が期待できる反面、相

場が思惑に反した場合には損失も大きくなります。マーケットがお客様のポジションに対

して不利な方向に変動し、当社の定めるロスカット値を割った時、自動的にすべてのポジ

ションを成行注文にて決済いたします。証拠金取引では預託した資金に対し過大なポジシ

ョンを保有することにより、相対的に小さな資金で大きな利益を得ることが可能ですが、

逆に、預託した資金をすべて失う、あるいは預託した資金を越えて損失を被る可能性も同

時に存在します。  

 

(3) 流動性リスク 

マーケットの状況によっては、お客様が保有するポジションを決済することや、新たにポ

ジションを保有することが困難となることがあります。外国為替市場には値幅制限がなく、

特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要通貨の場合、通常高い流動性を示して

います。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際、週はじめのオープンに

おける取引、あるいは普段から流動性の低い通貨での取引は、当社の通常の営業時間帯で

あってもマーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合やスプレッドが広

がり通常よりも取引条件が不利になることもあります。また、天変地異、政変、戦争、為

替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下での特定の通貨の取引が困難または不可能

となる可能性もあります。  
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(4) 金利変動リスク 

店頭外国為替証拠金取引は、通貨の交換を行うと同時に金利の交換も行われ、スワップポ 

イントの受け払いが発生します。スワップポイントは各国の経済状況や金融政策等を反映 

しており、日々変動するものです。したがって、常に受け払いされる額が一定とは限り 

ません。 

  

 

(5) 相対取引リスク 

ひまわり FXはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危

険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報（テレビやインターネット

等）とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。  

 

(6) カバー取引リスク 

ひまわり FX では、お客様からの注文をインターバンク市場にてカバー取引を行いますが、

カバー先においてカバー取引が出来ない状況になった場合、お客様の取引が出来ない場合

や、制限される場合があります。  

 

(7) ロスカットリスク 

ひまわり FXでは、自動ロスカット（ルール 23自動ロスカット 参照）を設けています。下

記の場合には執行される価格がロスカット値から大きく乖離することがあり、お客様が当

社に預託された金額を超える損失が生じる可能性もあります。 

・ 相場状況が急変した場合 

・ 土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合 

・ メンテナンスの開始前の価格と終了後の価格が乖離している場合 （臨時メンテナンス

を含む） 

・ インターバンク市場において出合レートがない場合 

・ クリスマスや年末年始等、インターバンク市場の流動性が低下している場合 

なお、発生した不足額はお客様が当社へ速やかに入金するものとします。  

 

 (8) 逆指値注文リスク 

ひまわり FXでの逆指値注文は、下記の場合には注文した価格から大きく乖離して約定する

ことがあります。 

・ 相場状況が急変した場合 

・ 土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合 

・ メンテナンスの開始前の価格と終了後の価格が乖離している場合 （臨時メンテナンス

を含む） 

・ インターバンク市場において出合レートがない場合 

・ クリスマスや年末年始等、インターバンク市場の流動性が低下している場合 
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また、逆指値注文は値幅制限がないことから必ずしも損失が想定した範囲であるとは限り

ません。  

 

(9) 指値注文リスク 

ひまわり FXでの指値注文は、為替レートが急激に変動した場合や指値注文が市場の休日を

越えて成立する場合（月曜日はオープンレート（午前７時）で成立となる。）、原則的に注

文した価格で約定するため、約定時点のスポットレートより不利なレートで成立すること

があります。  

 

(10) スリッページリスク 

ひまわり FXでの取引注文では、注文時の提示レートと約定レートが変動することがありま

す。 

このとき、注文時の提示レートと乖離したレートで取引が成立することがあります。 

※指値注文は注文した価格で約定しますので、スリッページは発生しません。  

 

(11) 個人情報に関するリスク 

ひまわり FXを利用するにあたり、使用するログインＩＤ・パスワード等の個人情報が窃盗・

盗聴等により第三者に漏れた場合、その第三者がお客様の個人情報を悪用することにより

お客様が損失を被る可能性があります。  

 

(12) 電子取引システムリスク 

電子取引システムの場合、お客様および当社の通信機器故障、通信回線の障害、情報配信

の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害等により、一時的または一定期間、お

客様の取引が不可能になる場合があります。その他障害以外においても、当社の利用する

セキュリティ対策によって、お客様に直接起因しない場合であっても、お客様のご利用に

なられているプロバイダ事業者や通信回線事業者等に対する接続が制限され、一時的また

は一定期間お客様の取引が不可能になる場合があります。また、取引は出来ても配信され

るレート・情報が誤配および遅配により、実勢とはかけ離れたレートでの約定、および約

定されたものが取消される可能性があります。当該取引については当社の判断により対応

させていただきます。 

  

(13) 取引証拠金・スワップポイント・取引手数料の変更リスク 

取引証拠金・スワップポイント・取引手数料はマーケットの状況、各国の金利政策の動向

等により、お客様に事前に通知することなく変更いたします。また、それに伴い資金の追

加が必要になったり、ロスカット値が近くなったりする可能性もあります。  

 

(14) 関連法規の変更リスク 

店頭外国為替証拠金取引に係る関連法規の変更等により、現状より不利な条件での取引と

なる可能性があります。  
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(15)ループ・イフダン注文に関するリスク 

ループ・イフダン注文は、各売買システムがお客様に代わって取引を行います。各売買シ

ステムには、取引の条件があらかじめ決められており、そのルールに従って新規取引およ

び決済取引が自動的に行われます。ループ・イフダン注文は、預け入れた証拠金の額を上

回る取引を行うことが出来ることから、場合によっては自動売買により、大きな損失が発

生する可能性を有しております。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合

があります。 

なお、提示されている売買システムの運用実績は、将来の運用結果を保証するものではあ

りません。相場状況によっては、過去の運用実績を大きく下回る可能性があります。 

※その他ループ・イフダン注文に関する規約および重要事項に関しては、 「ループ・イ

フダン口座利用規約」をご確認ください。 

 

(1)～(15)のリスクは、ひまわり FX における主なリスクについて記載したものですが、こ

れが全てのリスクとは限りません。 

 

 

第 2章 お取引について 

店頭外国為替証拠金取引とは、証拠金を預託することにより、銀行間での店頭外国為替直

物取引の商慣行である通常２営業日後に実行される受渡し期日を、決済取引を行わない場

合には繰り延べすることで、決済するまでポジションの継続を可能にした取引をいいます。  

 

ひまわり FX取引ルール 

 

ひまわり FXには 2種類の取引口座があります。 

 ・ひまわり FX（レギュラー口座）…裁量取引 

 ・ひまわり FX（ループ・イフダン口座） …自動売買 

※ループ・イフダンはループ・イフダン口座で自動売買を行うための取引ツール/サービス

です。 

※ループ・イフダン口座の利用にあたっては別途投資顧問契約の締結が必要となります。 

 

特に記載のない限り、ひまわり FX（レギュラー口座）・ひまわり FX（ループ・イフダン口

座）に共通した取引ルールです。 

 

ルール 1  取引形態 

ひまわり FXは当社の推奨する環境下でインターネットを利用したオンライン取引とします。  

 

ルール 2  取引単位 

ひまわり FXにおける各通貨の取引単位は当社ホームページを参照下さい。  
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ルール 3  呼び値の最小変動幅 

呼び値の最小変動幅は、0.1pipとします。（各通貨レートの最小表示桁数）  

 

ルール 4  取引証拠金 

取引証拠金とは、ポジションを保有するのに必要な証拠金をいい通貨ペア毎に異なります。 

ひまわり FXでは、取引証拠金を値洗い時（メンテナンス時間に同じ）に実勢レートに基づ

き、個人のお客様は証拠金率が 4％以上の金額になるように、10 円未満を切り上げて算定

します。取引証拠金は、当社ホームページ又は取引システムで確認ください。 

ループイフダンは、発注時にお客様が選択する発注値幅に同じく選択した最大ポジション

数を乗じた範囲内で常にポジションを保有しながら複数の注文を繰り返し発注する自動売

買です。したがって、ループイフダンの発注には自動売買必要証拠金として予め最大ポジ

ション数の保有に必要な取引証拠金額の預託が必要となり、ループイフダンの稼働中にお

いて、自動売買必要証拠金はお客様が任意に取引口座より出金することはできません。 

 

ルール 5  口座資産の評価 

お客様の保有するポジションについては当社の提示するレートにより適宜再評価されるも

のとします。  

 

ルール 6  返還可能額・新規注文可能額 

返還可能額・新規注文可能額はそれぞれ下記の通りです。 

・返還可能額 

 口座資産から取引証拠金・評価損益（スポット損益・スワップ損益・取引手数料・助言

報酬）・注文中証拠金・出金依頼額を引いた金額と口座資産のうち、どちらか小さい方の

金額 

・新規注文可能額 

 口座資産から取引証拠金・評価損益（スポット損益・スワップ損益・取引手数料・助言

報酬）・注文中証拠金・出金依頼額を引いた金額 

 

ルール 7  注文可能ロット数 

新規注文可能額をベースにした通貨ペア毎の注文可能なロット数となります。 

但し、即時のロスカット（ルール 23参照）を回避するため、新規注文可能額と注文可能ロ

ット数とに差異が生じる場合があります。また、1 回あたりの注文可能ロット数の上限は

100ロットとなります。 

 

ルール 8  取引手数料 

ひまわり FXにかかる取引手数料は無料です。 

※ループ・イフダン口座を利用する際には、別途投資顧問契約に基づく助言報酬が発生し

ます。 
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ルール 9 取引レート 

当社では、カバー取引の相手方であるカバー先金融機関から配信されるレートに基づき、

当社独自に生成した取引レートをお客様に配信いたします。お客様は、当社が配信した取

引レートの買付け価格（ask）で買い付け、売付け価格（bid）で売りつけることができま

す。 

買付け価格と売付け価格には差（スプレッド）があり、スプレッドは各通貨ペアで異なり、

その値は常時変動します。スプレッドについては当社ホームページを参照下さい。 

また、当社では、カバー先からレート提示がない場合や、カバー先から受けたレートが市

場実勢を反映したレートではないと当社が判断した場合には、レートの配信を停止する場

合があります。 

レートの配信停止後、カバー先がレート提示を安定的に再開し、且つ提示レートが市場実

勢を反映したレートであると当社が判断した場合にレートの配信を再開します。 

 

ルール 10 カバー取引 

当社では、お客様との取引により発生する為替変動リスクを回避するために、カバー取引

を行なっております。 

カバー取引は、お客様の注文毎に、当社システムが原則としてその時点で最もよい取引条

件を提示したカバー取引先に自動発注し、カバー取引が成立後お客様の注文が約定されま

す。そのため、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー取引先がカバー取引に応

じることができなかった場合、お客様の注文が約定できないことがあります。 

 

ルール 11  取引対象通貨 

ひまわり FXでは米ドル・加ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン・豪ドル・ニュージー

ランドドル・日本円等、主要各国通貨の組合せにより取引ができます。 

取引対象通貨ペアについては当社ホームページを参照下さい。  

 

ルール 12  注文形態 

ひまわり FX（レギュラー口座）では以下の注文が行えます。 

●成行注文（クイックトレード）●指値注文 ●逆指値注文 ●ＩＦＤ注文 ●ＯＣＯ注文 ●

ＩＦＤＯ注文 ●トレール注文 ●ポジション集計決済(同じ通貨ペアで複数ポジションあ

る場合、集計し決済できます。)●途転注文●クイック＋決済 OCO注文 

 

ひまわり FX(ループ・イフダン口座)では以下の注文が行えます。 

●ループ・イフダン注文 

●成行注文（クイックトレード）●指値注文 ●逆指値注文 ●ＩＦＤ注文 ●ＯＣＯ注文 ●

ＩＦＤＯ注文 ●トレール注文 ●ポジション集計決済(同じ通貨ペアで複数ポジションあ

る場合、集計し決済できます。)●途転注文●クイック＋決済 OCO注文 
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※注文内容は値動きにより制限を受けることがあります。 

※取引システムの機能変更等により、注文形態の種類が変更される場合があります。 

 

ルール 13  許容スリップ 

店頭外国為替証拠金取引での取引注文では、為替レートが変動した場合、提示レートより

不利なレートで成立することがあります（スリッページ）。 

そのため、ひまわり FXでは、成行注文にて発注したレートに対し、どの程度スリッページ

を許容するかを予め設定することができます。1単位は、1pip（クロス円＝0.1銭）となり

ます。なお、許容スリップ値を小さく設定すると、相場状況により設定値以上の変動があ

った場合は、発注したレートでは約定されません。 また、許容スリップ値を大きく設定す

ると、相場状況により発注したレートから大きく乖離したレートで約定する場合がありま

す。  

※許容スリップは、成行注文（クイックトレード）以外ではご利用いただくことはできま

せん 

 

ルール 14  注文の有効期限 

成行注文（クイックトレード）以外の注文では、注文受付に際し有効期限の指示をしてい

ただきます。有効期限は、当日限り（ニューヨーククローズ時間まで）・無期限・指定期限

の３パターンです。無期限の注文は取消を行うまで有効になります。  

・ループ・イフダン注文は、お客様から行う有効期限を指示する機能はありません。 

 

ルール 15  利用時間 

(1)米国標準時間の適用期間中は月曜日午前 7時～土曜日午前 6時 55分 

(2)米国のサマータイム適用期間中は月曜日午前 7時～土曜日午前 5時 55分 

※主要海外市場が休場の場合はこの限りではありません。 

※取引システムのメンテナンス時間帯（臨時メンテナンスを含む）は利用できません。 

※ひまわり FXの利用時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。  

 

ルール 16 ロールオーバーの時間 

米国標準時間の適用期間中は火曜日～土曜日の午前 6時 55分～午前 7時 5分、米国のサマ

ータイム適用期間中は午前 5時 55分～午前 6時 5分に行われます。 

※この時間は、メンテナンス時間（ルール 17）となります。  

 

ルール 17  サービス停止（メンテナンス）時間 

(1) 米国標準時間の適用期間中のサービス停止（メンテナンス）時間帯は、以下の通りで

す。 

火曜日～金曜日 午前 6時 55分～午前 7時 5分 

土曜日 午前 6時 55分～正午 

なお、土曜日の正午～月曜日の午前 7 時までは、成行注文（クイックトレード）以外の登



 12 

録は可能ですが、執行は不可とします。 

(2)米国のサマータイム期間中のサービス停止（メンテナンス）時間帯は、以下の通りです。 

火曜日～金曜日 午前 5時 55分～午前 6時 5分 

土曜日 午前 5時 55分～正午 

なお、土曜日の正午～月曜日の午前 7 時までは、成行注文（クイックトレード）以外の登

録は可能とするが、執行は不可とします。 

※ ひまわり FX のサービス停止時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があ

ります。 

※ 上記メンテナンスの他に、臨時メンテナンスを実施する場合があります。  

 

ルール 18  スワップポイント 

（１）スワップポイントとは、ポジションを決済せずにロールオーバーを行う事により、 

１日ごとに発生する金利差調整額のことです。 

（２）スワップポイントは、通貨ペア毎に数値が提示されます。 

（３）スワップポイントは、各国の金融政策、経済情勢等により変動します。 

（４）スワップポイントは、10,000 通貨単位に対する金額を表記します。  

 

ルール 19  差金決済に伴う金銭の授受 

転売又は買戻しに伴う顧客と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭

を授受します。 

(1)対円通貨ペア取引 （売約定レート－買約定レート）×取引数量＋累積スワップポイン

ト 

(2)それ以外の通貨ペア取引 （売約定レート－買約定レート）×取引数量×円貨レート＋

累積スワップポイント 

※円貨レートとは下記例のように右側に標記される通貨の実勢売付価格のことをいいます。 

（例：ＥＵＲ／ＵＳＤの場合、ＵＳＤ／ＪＰＹの実勢売付価格）  

 

ルール 20  決済期限の繰り延べ 

外国為替直物市場は取引の２営業日後に外貨とその対価の交換を実施します。しかし、ひ

まわり FXはポジションのロールオーバー（ポジションの決済日を翌日以降に繰り延べるこ

と。）を行うことで、ポジションを維持継続するので決済期限はありません。つまりお客様

がポジションを決済するまで保有し続けます。 また、ロールオーバーは、実質的には売り

付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預

入金利との間の金利差調整額であるスワップポイントを当社との間で授受します。同じ通

貨の組合せについてのスワップポイントは、顧客が受け取る場合の方が支払う場合よりも

小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。  

 

ルール 21  有効証拠金 

有効証拠金とは、口座資産に評価損益（スポット、スワップ）を加えたものから、出金依
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頼額を差し引いたものです。  

 

ルール 22 注文の執行 

1.成行注文（クイックトレード） 

当注文は、お客様が取引画面にて発注ボタンをクリックした時点において、当該画面に表示

されている価格を注文価格として発注されます。お客様の注文を当社で受注した時の配信価

格が、お客様の注文価格と一致するかお客さまに有利な価格であった場合、当該注文価格で

約定します。ただし、お客様が注文時に許容スリップを設定されている場合には、当該設定

範囲以内であれば、受注した時の配信価格で約定します。 

なお、当該設定範囲を越えてお客さまに不利に変動した場合には、お客様の注文は失効しま

すが、当該設定範囲を越えてお客さまに有利に変動した場合には当該設定範囲上限の価格で

約定します。 

以上の仕組みから、許容スリップを設定した場合には、お客様の注文時に画面に表示されて

いる価格（＝注文価格）と実際の約定価格との間に差が生じる場合があり、当該相違は、お

客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。（いずれも、お客様が設定したス

リッページ許容範囲以内に限定されます。） 

当注文は、取引時間中のみ行うことができます。当注文は、受付順に約定しますが、相場急

変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超えて受注した場

合、お客様の注文が約定できず、失効する場合があります。  

当注文において、お客様が発注し注文の執行が開始された後、注文の約定が完了されるまで

の間に相場の急変等によって有効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文での約定

ではなく、ロスカット注文の約定が優先されます。 

 

2.指値注文 

当注文は、お客様が注文価格を指定して行う注文で、当社がお客様に配信する価格が、売り

注文の場合は、お客様が指定した価格以上、買い注文の場合は、お客様が指定した価格以下

になった時点で、当該注文価格を以って約定します。（そのため約定時点の配信価格と比べて、

約定価格が不利に約定する場合があります。）また、週明けやメンテナンス明けの取引開始時

においても同様の仕組みで当該注文価格を以って約定するため、実勢価格から不利な方向に

乖離した約定価格となり、お客さまに損失が発生する場合があります。 

当注文は、取引時間外に発注することも可能で、有効期限が終了するまで、上述の条件で約

定するか、取り消されるまで失効しません。また、相場急変時や注文の集中等により、当社

のカバー先が応じることができる数量を超えた場合、お客様の注文が約定できないことがあ

り、その場合も注文は失効せず、次に執行条件を満たしたときに、再度注文の執行を行いま

す。 

当注文において、注文執行条件に達し注文の執行が開始された後、注文の約定が完了される

までの間に相場の急変等によって有効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文での

約定ではなく、ロスカット注文の約定が優先されます。 
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3.逆指値注文 

当注文は、お客様があらかじめ執行の条件となるトリガー価格を指定して行う注文で、当社

がお客様に配信する価格が、売り注文の場合は、お客様が指定した価格以下、買い注文の場

合は、お客様が指定した価格以上になった時点で、当該配信価格で約定します。そのため実

際の約定価格は、お客様の指定したトリガー価格に比べて不利になる場合があります。 

当注文は、取引時間外に発注することも可能で、有効期限が終了するまで、上述の条件で約

定するか、取り消されるまで失効しません。 

また、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超え

た場合、お客様の注文が約定できないことがあり、その場合も注文は失効せず、次に執行条

件を満たしたときに、再度注文の執行を行います。 

当注文において、注文執行条件に達し注文の執行が開始された後、注文の約定が完了され

るまでの間に相場の急変等によって有効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文

での約定ではなく、ロスカット注文の約定が優先されます。 

 

ルール 23 自動ロスカット 

(1) ひまわり FXでは、原則１分以内の間隔で行われる時価評価により有効証拠金（ルール

21 参照）が、取引証拠金額を下回った場合、損失の拡大を防ぐため、お客様が保有する全

てのポジションを成行注文にて決済いたします。また、その際に、未約定注文である指値

注文等についても全て取消が行われます。 

※ロスカット判定及び決済注文処理は、そのときの相場状況（流動性の低下、カバー先と

の注文状況等）や対象となるデータ量等により、必ずしも即時完了するとは限らず、判定

処理及び決済処理等に遅延が生じる可能性があります。その為、ロスカット値と乖離して

約定する場合があり、預託資金以上の損失が発生する可能性がございます。当社ではロス

カット値を乖離した分の差額の補填及び約定値の修正等は行いません。また、ロスカット

判定後に全ポジションを成行注文にて決済するため、ロスカット値及び判定値を保証する

ものではありません。  

 

 (2)ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置ですが、相場の状況等により

執行される価格がロスカット値から大きく乖離することがあり、お客様が当社に預託され

た金額を上回る損失が生じる可能性もあります。仮に証拠金の額以上の損失が発生した場

合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、発生した不足額はお客

様が当社へ速やかに入金するものとします。 

(3)テレビやインターネットなどの情報と当社の価格とは異なる場合がありますことをご

了承ください。 

(4)当社はお客様が保有しているポジションを維持継続するために、大幅な為替相場変動が

発生することを考慮し、余裕を持った資金の預託をお奨めしています。 

(5)ロスカットはサービス停止時間（臨時メンテナンスも含む）には執行されません。 

(6)有効証拠金が「ロスカット値」に近づいた場合、「ロスカットアラートメール」が送信

されます。ただし、相場状況によっては「ロスカットアラートメール」が送信される前に
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ロスカットが執行されることがあります。また、通信状況等によっては「ロスカットアラ

ートメール」の送受信が遅延する場合があります。 

ロスカットアラートメールの詳細は「店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語」ロス

カットアラートメールをご参照ください。 

  

ルール 24 証拠金等の入金 

 (1)当社への証拠金等の入金は当社が利用する金融機関への振込によるものとします｡ 振

込手数料は、原則的にお客様負担とします。 

但し、クイック入金（当社取引画面より提携銀行から振込手続きを行う。）ご利用時の振込

手数料は、当社負担とします。 

(2)お振込は、本人名義とさせていただきます。他人名義（異名義）にて振込まれた場合は、

取引口座に反映されない場合があり、他人名義（異名義）にて振込まれた資金は、返金さ

れる場合があります。 

(3)お客様から預託を受ける証拠金は日本円のみです。有価証券等による充当はできません。 

(4)証拠金の預託先はひまわり証券株式会社です。 

※クイック入金とは、当社取引画面より提携銀行のお客様口座からインターネットバンキ

ングを通じて直接お振込いただくサービスで、振込手続き後、即時に取引口座へ反映いた

します。 

但し、手続きの途中で終了したり、タイムアウト等で正常に処理が完了しなった場合は、

即時反映が行われず、反映まで２営業日程度、時間を要する場合があります。 なお、クイ

ック入金はお振込金額が 5,000円未満の場合ご利用いただけません。 

 

ルール 25  証拠金の出金 

(1)預託すべき証拠金の金額を超過して預託している場合、超過している金額の全部又は一

部を返還請求することができます。 

(2)当社からの証拠金の出金はご登録頂いている金融機関口座への振込みによるものとし

ます。手数料は原則として当社にて負担します。 

(3)出金可能額は返還可能額の範囲内となりますが、全額出金を除く出金のご依頼につきま

しては、１件あたり 5,000 円以上とさせて頂きます。ポジションをお持ちの場合は急激な

相場変動を考慮した出金をお奨めします。 

(4)出金を依頼された場合、原則として翌日（金融機関の営業日）から２営業日後までにお

客様ご指定の金融機関口座に振込まれます。但し、年末年始、ゴールデンウィーク等の祝

祭日については、金融機関の営業日に基づき、当社ホームページにて案内するものとしま

す。  

 

ルール 26  税金について 

個人のお客様が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金（売買による差益及びスワ

ップポイント収益をいいます。以下、同じ。）は、2012年1月1日の取引以降、「先物取引に

係る雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、
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所得税が15％、復興特別所得税が所得税額×2.1％※、地方税が5％となります。その損益は、

差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定

の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。  

※ 復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで（25 年間）の各年分の所得税の額に

2.1％を乗じた金額（利益に対して、0.315％）が、追加的に課税されるものです。 

金融商品取引業者は、顧客に店頭外国為替証拠金取引で発生した益金の支払いを行った場

合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、マイナンバー、支払金額等を記載した支払

調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。 

※詳しくは、税理士等の専門家又は管轄の税務署にお問い合わせください。  

 

 

店頭外国為替証拠金取引の手続きについて 

 

お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。 

１．取引の開始 

(1)本説明書の交付を受ける  

はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリス

クについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提

出、もしくは電磁的方法(オンライン口座開設時)にてご承諾下さい。 

(2)店頭外国為替証拠金取引口座の設定 店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、あ

らかじめ当社に口座開設申込書・個人情報の提供に関する同意書を差し入れ、店頭外国為

替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示い

ただきます。  

 

２．新規注文の指示 

店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、インターネットを通

じ各種端末において次の事項を正確に当社に指示して下さい。 

(1)取引通貨ペア 

(2)売付取引又は買付取引の別 

(3)注文数量 

(4)価格(指値、成行等) 

(5)注文の有効期間 

(6)その他顧客の指示によることとされている事項  

 

３．証拠金の差入れ 

店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただき

ます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要

なときは、これに応じていただきます。当社は、証拠金を受け入れたときは、お客様に受

領書を交付します。  
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４．決済注文の指示 

当社の店頭外国為替証拠金取引は、ポジションを指定後、反対売買して決済いただきます。

なお、同一の通貨組合せの売建玉(売ポジション)と買建玉(買ポジション)を同時に持つこ

と(「両建て」といいます。)については、お客様にとって、買付価格と売付価格の差、手

数料及び証拠金を二重にご負担いただくことになること、支払いのスワップポイントと受

取りのスワップポイントの差をご負担いただくことになる等のデメリットがあり、経済合

理性を欠くおそれがあります。  

 

５．注文をした取引の成立 

注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした約定通知書

をお客様に交付します。  

 

６．消費税の取扱い 

取引手数料および助言報酬に対しては消費税の対象となります。(取引手数料および助言報

酬の発生が無い場合は、消費税は発生しません。)  

 

７．未決済ポジション、証拠金等の報告 

当社は、お客様に取引状況をご確認いただくため、毎日のお客様の店頭外国為替証拠金取

引の未決済ポジション、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を取引システムにて提供

いたします。  

 

８．電磁的方法による情報提供の種類 

お客様が電磁的方法による情報の提供を受ける場合は、金融商品取引法等により電子交付

等による情報の提供が認められている書面を含む次の各号に掲げる書面等とします。  

(1)取引システム 

  1) 約定取引明細 

  2) 注文履歴明細 

  3) 入出金明細 

  4) スワップ明細表 

  5) 金融商品取引年間報告書 

  6) 金融商品取引報告書 

  7) 月間取引報告書（未決済ポジションの部，入出金明細の部，取引明細の部） 

  8) 証拠金残高・未決済ポジション状況 

  9) 重要な内容の変更の通知 

  10) その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書 

 

(2) 電子メール 

  1) 約定通知メール 
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  2) 入出金に係る報告書（入出金のお知らせ，受領書等） 

  3) 重要な内容の変更の通知 

  4) その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書 

 

(3) ホームページ 

  1) 取引要綱 

  2) 重要な内容の変更の通知 

3) その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書 

 

９．電磁的方法による情報提供の方法 

当社からの情報の提供を電磁的方法に代えて受けることに承諾する場合は、その旨を書面

または電磁的方法（オンライン口座開設時）にて同意して下さい。  

前条(1)の書面は、当社の使用に係るサーバー内に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイル

に記録されている記載事項を顧客の閲覧に供する方法とします。 

前条(2)の書面は、当社の使用に係るサーバーを通じて記載事項を送信し、顧客等が契約し

ているデータセンター等に備えられたメールサーバーに当該記載事項を記録する方法とし

ます。 

前条(3)の書面は、当社のホームページからリンク等により接続される閲覧ファイルに書面

の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法とします。 

上記書面は、Portable Document Format（以下「PDF」という。）若しくは Hyper Text Markup 

Language（以下「HTML」という。）の形式により提供します。 

電子交付等を受けるには、当社の推奨するパソコンの推奨動作環境に適合していることを

前提とします。 

また、PDF 形式による対象書面の記載事項をご覧いただくためには、あらかじめ「Acrobat 

Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただくことが必要です。 

お客様は、電磁的方法に代えて郵送による書面の交付を請求することができます。ご請求

いただく際は、書類作成手数料として１送付当たり「2,000円+消費税」が必要となります。 

 

１０．その他 

当社からの通知書や報告書の内容は、必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義

があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会下さい。  

店頭外国為替証拠金取引の概要、取引の手続き等に関するお問合せ及び苦情は、当社まで

ご連絡ください。 

「ひまわり FX」 フリーダイヤル ： ０１２０－８６－９６８６ 

 

本人確認書類およびマイナンバーの提出 

 

平成 20 年3 月 1 日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」

が施行されました。この法律は特定事業者（金融機関、非金融業者、職業的専門家等）が
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お客様の氏名・住所及び生年月日等の確認及びお客様の取引記録を保存することで特定事

業者がテロリズムの資金隠しや、マネー・ローンダリングに利用されることを防ぎ、犯罪

による収益の移転防止を目的としています。 本人確認書類の種類についてはホームページ

にて公開しております。 

平成 27 年 10 月 5 日より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（マイナンバー法）」が施行されました。平成 28 年 1 月 1 日より、新たに当

社とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバー（個人番号・法人番号）を当社に

提示していただく必要があります。マイナンバーの提示手続き等については、ホームペー

ジにて公開しております。 

※ご提出いただいた本人確認書類等は、不備書類も含め返却いたしません。 

 

本説明書は、法令の変更・監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることが

あります。その改訂内容はホームページに公開するなど当社の方法によりお知らせいたし

ます。 なお、改訂内容が、お客様の従来の権利を制限するもの、もしくはお客様に新たな

義務を課すものであるときは、当社がその都度定める期日までに異議の申出を願います。

期日までに申出がない場合、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱いま

す。  

 

 

 

店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止事項 

 

金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客様を相手方とした店頭外国為替証拠金

取引、又はお客様のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行

為（以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。）に関して、次のような行為が禁

止されていますので、ご注意ください。 

ａ．店頭外国為替証拠金取引契約（お客様を相手方とし、又はお客様のために店頭外国為

替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。）の締結又

はその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為 

ｂ．お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解さ

せるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為 

ｃ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し

又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為（但し、金

融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客様（勧誘の日前１年間に、２以上の店頭

金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者

に限ります。）に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法

人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。） 

ｄ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、そ

の勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 
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ｅ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、お客様があらかじめ当該店頭外国為替証

拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨

の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為

又は勧誘を受けたお客様が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を

表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 

ｆ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるよう

な時間に電話又は訪問により勧誘する行為 

ｇ．店頭外国為替証拠金取引について、お客様に損失が生ずることになり、又はあらかじ

め定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しく

は一部を補てんし、又は補足するため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供す

る旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第

三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 

ｈ．店頭外国為替証拠金取引について、自己又は第三者がお客様の損失の全部若しくは一

部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため当該お客様又は第三者に財産上の利

益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束

し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 

ｉ．店頭外国為替証拠金取引について、お客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、又

はお客様の利益に追加するため、当該お客様又は第三者に対し、財産上の利益を提供

し、又は第三者に提供させる行為 

ｊ．本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況

及び店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解される

ために必要な方法及び程度による説明をしないこと 

ｋ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を

生ぜしめるべき表示をする行為 

ｌ．店頭外国為替証拠金取引契約につき、お客様若しくはその指定した者に対し、特別の

利益の提供を約し、又はお客様若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為（第

三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。） 

ｍ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは

脅迫をする行為 

ｎ．店頭外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当

該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不

当に遅延させる行為 

ｏ．店頭外国為替証拠金取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の

財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により

取得する行為 

ｐ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ

明示しないで当該お客様を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する

行為 

ｑ．あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により店頭外国為替証拠金取引
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をする行為 

ｒ．個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員（役員が法人であるときは、

その職務を行うべき社員を含みます。）若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用

して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の

情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引を

する行為 

ｓ．店頭外国為替証拠金取引行為につき、お客様から資金総額について同意を得た上で、

売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一

定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式

に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行する

ことを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこ

と（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により

締結する場合を除きます。） 

ｔ．店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠

金取引の売付又は買付と対当する取引（これらの取引から生じ得る損失を減少させる

取引をいいます。）の勧誘その他これに類似する行為をすること 

ｕ．通貨関連デリバティブ取引（店頭外国為替証拠金取引を含みます。V.において同じ。）

につき、顧客が預託する証拠金額（計算上の損益を含みます。）が約定時必要預託額に

不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該

取引を継続すること 

ｖ．通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証

拠金額（計算上の損益を含みます。）が維持必要預託額に不足する場合に、当該顧客に

その不足額を預託させることなく取引を継続すること 

ｗ．顧客にとって不利なスリッページが発生する場合（注文時の価格より約定価格の方が顧

客にとって不利な場合）には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧

客にとって有利なスリッページが発生する場合（注文時の価格より約定価格の方が顧

客にとって有利な場合）にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること 

ｘ．顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利

な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること（顧客がスリ

ッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッペ

ージの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲より

も広くなるように設定しておくことを含みます。） 

ｙ．顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客に

とって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設

定すること 

 

第 3章 その他 

区分管理について 
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金融商品取引業者は、金融商品取引法等に基づいてお客様からお預かりしている対象資産

を信託保全することが義務付けられています。 

当社では、お客様がより安心できる環境でお取引いただくため、お客様からお預かりした

証拠金等の対象資金は、株式会社三井住友銀行への金銭信託による信託保全を行うことに

より当社の財産とは区分して管理しています。 

信託保全の対象額（区分管理必要額）は、お客様より預託を受けた証拠金に、実現損益、

評価損益及びスワップ損益を加算減算した金額とし、毎営業日計算いたします。信託財産

の元本評価額が区分管理必要額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から

起算して２営業日以内に株式会社三井住友銀行に追加信託いたします。  

 

注意事項 

※信託保全は店頭外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。急激な為替

の変動によりお客様が預託した資金以上の損失が発生するリスク等があります。 

※店頭外国為替証拠金取引に係る証拠金の区分管理方法である信託保全は、信託保全の対

象額（区分管理必要額）計算日と追加信託期限に時間差があることなどから、いかなる状

況でも必ずお客様からお預かりした証拠金が全額返還されることを保証するものではあり

ません。 

※当社に万が一の事態が生じた場合には、信託口座で保管されている金銭から諸費用を控

除した残りの額を、お客様のポジションを清算した後の個別顧客区分管理必要額に応じて

按分した額を返還いたします。 

※株式会社三井住友銀行は、当社から信託された資産の管理を行うこととなります。した

がって、株式会社三井住友銀行が当社に代わってお客さまに対して資金等の支払い義務を

負うものではありませんので、お客様から株式会社三井住友銀行に対して証拠金等の返還

を直接請求することはできません。 

※当社に万が一の事態が発生し受益者代理人からお客様に資産を返還する場合、犯罪収益

移転防止法に基づいてご本人確認をさせていただく必要がありますので、お客様の個人情

報を受益者代理人である社外弁護士および信託先である株式会社三井住友銀行に提供する

ことがあります。  

 

当社の概要 

商 号 等    ひまわり証券株式会社（金融商品取引業者）関東財務局長（金商）第

１５０号 

本店所在地    〒100-6217  東京都千代田区丸の内一丁目１１番１号 

加 入 協 会    日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資

産運用業協会 

資 本 金    300,000,000円 

主 な 事 業    金融商品取引業・投資助言業 

設 立 年 月    平成 14年 2月 14日 

連 絡 先    ℡：0120-86-9686 
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E-Mail：forex@sec.himawari-group.co.jp 

 

苦情受付窓口 

受付時間     午前９時から午後５時まで 

窓  口     コンプライアンス部 

受付方法     電話 03-6910-3535 

 

苦情処理・紛争解決 

苦情処理・紛争解決について、金融商品取引業者及び顧客が利用可能な指定紛争解決機関

は、次のとおりです。 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ） 

 電話番号 ： 0120-64-5005（フリーダイヤル） 

 URL    ： http://www.finmac.or.jp/ 

 東京事務所： 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 

 大阪事務所： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 1-5-5 大阪平和ビル 

 

 

 

店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語 

・アスク（オファー） 

金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売付ける旨の申出をすることをいいま

す。お客様はその価格で買付けることができます。  

・売ポジション（うりポジション）＝売建玉（うりたてぎょく） 

売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。  

・売決済（うりけっさい） 

買ポジションを手仕舞う（買ポジションを減じる）ために行う売付取引をいいます（転売）。  

・買ポジション（かいポジション）＝買建玉（かいたてぎょく） 

買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。  

・買決済（かいけっさい） 

売ポジションを手仕舞う（売ポジションを減じる）ために行う買付取引をいいます（買戻

し）。  

・カバー取引（カバーとりひき） 

金融商品取引業者が顧客を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリ

スクの減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同

じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取

引又は店頭外国為替証拠金取引をいいます。  

・逆指値注文（ぎゃくさしねちゅうもん） 

市場の価格が指定した値段以上になった時点で「成行」にかわる買い注文。または市場の

価格が指定した値段以下になった時点で「成行」にかわる売り注文をいいます。ストップ

mailto:forex@sec.himawari-group.co.jp
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オーダー。  

・金融商品取引業者（きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ） 

店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法に

基づき内閣総理大臣より登録を受けた者をいいます。  

・クイックトレード 

クイックトレード注文とは、「いくらでもいいから買い」「いくらでもいいから売り」とい

う注文方法です。ただし為替取引の場合、2wayプライス（Bid,Ask）で表示されているレー

トでの売買が原則となります。クイックトレード注文には、即座に約定する可能性が高い

というメリットがあります。一般に成行注文のことです。  

・差金決済（さきんけっさい） 

取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を

授受することによる決済方法をいいます。  

・指値注文（さしねちゅうもん） 

価格の限度（売りであれば最低値段、買いであれば最高値段）を示して行う注文をいいま

す。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。  

・証拠金（しょうこきん） 

取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる証拠金をいいます。  

・スプレッド 

買値と売値の差。ビッド・レート（お客様のお取引できる現在の売値）とアスク・レート

（お客様のお取引できる現在の買値）の差をいいます。  

・スリッページ 

逆指値注文や成行注文の際に生じる、指定レートと実際にご注文が約定したレートとの差

のことをいいます。相場状況の急変等が起きた場合、このスリッページが大きくなる場合

もあります。  

・スワップポイント 

店頭外国為替証拠金取引は、通貨の交換を行うと同時に金利の交換も行われます。 

各通貨の金利差に基づき算出される金利差調整額をスワップポイントといいます。金利差

の状況によってスワップポイントの受取り、または支払いとなります。スワップポイント

による損益額はロールオーバー取引時に確定いたします。  

・デリバティブ取引（デリバティブとりひき） 

その価格が現商品の価値（数値）に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取

引及びオプション取引を含みます。  

・店頭外国為替証拠金取引（てんとうがいこくかわせしょうこきんとりひき） 

通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う

証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。  

・店頭金融先物取引（てんとうきんゆうさきものとりひき） 

店頭外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外

国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいま

す。  
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・特定投資家（とくていとうしか） 

適格機関投資家や取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が 5 億円以上

であると見込まれる株式会社をいい、特定投資家向けの取引は、書面交付義務などが適用

除外されます。一定の特定投資家は一般投資家に、一定の一般投資家は特定投資家に移行

することを可能にしています。  

・成行注文（なりゆきちゅうもん） 

あらかじめ価格を設定しないで行う注文をいいます。  

・値洗い（ねあらい） 

毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。  

・ビッド 

金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買付ける旨の申出をすることをいいま

す。お客様はその価格で売付けることができます。  

・ヘッジ取引（ヘッジとりひき） 

現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減

少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物市場や店頭市場

で設定する取引をいいます。  

・両建て（りょうだて） 

同一通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。お客様にとって買付価格と

売付価格の差、手数料及び証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受

取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠く

おそれがあります。  

・レバレッジ 

てこの原理のことで、少ない資金で大きな取引を行なうことにより投資した資金に対する

損益の比率が大きくなること、またはその倍率のことをいいます。  

・ロスカット 

お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者がリスク管理のため、お客様

の未決済ポジションを強制的に決済することをいいます。  

・ロスカットアラートメール 

取引口座の実効レバレッジ（総取引金額÷有効証拠金）が 20 倍以上になった場合、ロスカ

ット（ルール 23「自動ロスカット」）の水準に近い状態となるため、注意喚起の観点から「ロ

スカットアラートメール」が送信されます。ただし、相場状況によっては「ロスカットア

ラートメール」が送信される前にロスカットが執行されることがあります。さらに、通信

状況等によっては「ロスカットアラートメール」の送受信が遅延する場合があります。 

なお、本サービスは、口座を管理するうえでの情報提供を目的としたものであり、投資勧

誘、ご入金を目的として提供するものではありません。最終的な投資決定については、お

客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 

・ロールオーバー 

店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった未決済ポジショ

ンを翌営業日に繰り越すことをいいます。  
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以上 

 

平成 24年 1月 9日制定 

平成 24年 2月 27日改定 

平成 24年 7月 2日改定 

平成 24年 8月 1日改定 

平成 24年 12月 17日改定 

平成 25年 1月 18日改定 

平成 25年 10月 4日改定 

平成 25年 12月 1日改定 

平成 26年 7月 17日改定 

平成 26年 11月 3日改定 

平成 27年 3月 6日改定 

平成 27年 12月 25日改定 

平成 28年 7月 16日改定 

平成 28年 12月 22日改定 

平成 29年 2月 21日改定 

平成 29年 4月 1日改定 

平成 29年 5月 26日改定 

平成 30年 1月 15日改定 

平成 30年 4月 2日改定 

平成 31年 2月 21日改定 

令和元年 11月 22日改定 

令和 2年 9月 18日改定 

令和 3年 9月 20日改定 

令和 5年 3月 6日改定 

令和 5年 7月 22日改定 

令和 8年 2月 24日改定 

令和 8年 4月 1日改定 

 

 

当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。 
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店頭外国為替証拠金取引(ひまわり FX)に係るご注意  

 

○ 本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の

対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お

客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘は

できない取引です。（注１） 

※ この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、 

お客様の要請によるものであることを改めてご確認ください。 

○ また、本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うこと

が出来ることから、場合によっては、大きな損失が発生

する可能性を有しております。また、その損失は、差し

入れた証拠金の額を上回る場合があります。本取引の内

容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願い

いたします。 

○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきまし

ては、当社までお申し出ください。なお、お取引について

のトラブル等は、以下のＡＤＲ（注２）機関における苦情処

理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

電話番号 ０１２０－６４－５００５（フリーダイヤル） 
 
 
（注１） ただし、以下に該当する場合は適用されません。 

・法人のお客様の場合 
・個人のお客様で、当該取引に関して特定投資家に移行されているお客様の場合 
・勧誘の日前 1 年間に、２以上のお取引いただいたお客様及び勧誘の日に未決済の残
高をお持ちのお客様の場合 

（注２） ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決し

ようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいい

ます。 
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－ ひまわり FX － 

店頭外国為替証拠金取引説明書 

（法人のお客様用） 
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店頭外国為替証拠金取引（ひまわり FX）をはじめるにあたっては、本説明書の

内容を十分に読んでご理解下さい。店頭外国為替証拠金取引は、取引対象であ

る通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。店頭外国為替証拠金

取引は、多額の利益が得られることもある半面、多額の損失を被る危険を伴う

取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説

明書のみでなく取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取

引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責

任において行うことが肝要です。 

 

 

 

目  次 

 

第１章 リスクについて 

店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について・・・4 

店頭外国為替証拠金取引における主なリスク・・・・・・・5 

 

第 2章 お取引について 

    ひまわりＦＸ取引ルール・・・8 

    店頭外国為替証拠金取引の手続きについて・・・・・・・・16 

    本人確認書類およびマイナンバーの提出・・・・・・・・・18 

    店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止事項・・・・・・19 

 

第 3章 その他 

    区分管理について・・・21 

    当社の概要、苦情受付窓口、苦情処理・紛争解決・・・・・22 

    店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語・・・・・・・23 

 

 

 

 

 

 

本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37条の３第 1項の規定に

基づき顧客に情報提供するもので、同法第２条第 22項に規定する店頭デリバテ

ィブ取引のうち同項第１号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店

頭外国為替証拠金取引について説明します。 

 



 4 

第 1章  リスクについて 

店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について 

店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生

ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップ

ポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がそ

の取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失

の額が証拠金の額を上回ることがあります。また、以下の重要事項についても

ご確認願います。相場状況の急変により、売付価格と買付価格のスプレッド幅

が広がったり、意図した取引が出来ない可能性があります。取引システム又は

金融商品取引業者およびお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことによ

り、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。取引

手数料および口座開設・維持に係る手数料は無料です。※ループ・イフダン口

座を利用する際には、別途投資顧問契約に基づく助言報酬が発生します。 

お客様が、注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること（クーリングオフ）

はできません。当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とする

カバー取引を次の業者と行っています。 

令和２年 9月 18日現在 

・株式会社外為オンライン（金融商品取引業） 

・株式会社 FXブロードネット（金融商品取引業） 

・株式会社アイネット証券（金融商品取引業） 

・ＯＣＢＣ証券（証券業） 

 監督官庁・シンガポール金融管理局 

・Milestone Investment and Research Pte. Ltd.  

（投資業：Accounting &Corporate Regulatory Authority）  

・Foreland Singapore Pte Ltd  

（投資業：Accounting &Corporate Regulatory Authority）  

・Foreland Realty Network Singapore Pte Ltd  

（投資業：Accounting &Corporate Regulatory Authority） 

 

お客様から預託を受けた証拠金に、実現損益、評価損益及びスワップ損益を加

算減算した金額は、その金額を株式会社三井住友銀行の金銭信託口座に入金し、

当社の自己の資金と区分して管理しております。 

当社は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律」第 10条の５第７項第１号に規定する報告金融機関等にあたります。

当社と取引を行うお客様は、同条第１項前段の規定により、「特定取引を行う者

の届出書」を届け出ていただく必要があります。また、当社では、同項後段の

規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国の

お客様については、同法第 10条の６第１項の規定により口座残高等の情報を所

轄税務署長に報告することが義務付けられております。 

  

 

 

当社「店頭外国為替証拠金取引」におけるお客様からのご注文は、為替市場及びカバー取
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引先等のレートを参考にして当社によって執行され、お客様と当社との契約上の取引（以

下、「本取引」という。）を行います。なお、当社は、本取引により生じ得る当社の損失の

減少を目的として、上記に掲げたカバー取引先との間でカバー取引を行っております。本

取引については当社が全責任を負っており、カバー取引先とお客様との間には一切の契約

関係はないため、カバー取引先が、本取引にかかるお客様からのご質問、ご照会に応じる

ことはなく、本取引より生じ得る損失等についてお客様が直接カバー取引先に請求権を持

つことはありませんので、ご承知おきください。 

また、カバー取引先は、予告なく追加変更することがありますので、情報は、当社ＨＰ上

にてご確認願います。  

店頭外国為替証拠金取引における主なリスク 

(1) 為替変動リスク 

外国為替市場では、各国の経済環境、金利動向等により 24時間常に為替レートが変動して

おります（土日・一部の休日を除く）。店頭外国為替証拠金取引は、ある通貨を対価として、

その通貨以外の通貨を売買する取引を指しますが、値幅制限もなく短期間で大きく変動す

る場合もあり、変動によっては為替差損が発生します。また、その損失はお客様が当社に

預託された証拠金の額を超える可能性もあります。  

 

(2) レバレッジ効果リスク 

店頭外国為替証拠金取引ではレバレッジ（てこの作用）による高度なリスクが伴います。

実際の投資した資金に比べて大きな取引が可能なため、大きな利益が期待できる反面、相

場が思惑に反した場合には損失も大きくなります。マーケットがお客様のポジションに対

して不利な方向に変動し、当社の定めるロスカット値を割った時、自動的にすべてのポジ

ションを成行注文にて決済いたします。証拠金取引では預託した資金に対し過大なポジシ

ョンを保有することにより、相対的に小さな資金で大きな利益を得ることが可能ですが、

逆に、預託した資金をすべて失う、あるいは預託した資金を越えて損失を被る可能性も同

時に存在します。  

 

(3) 流動性リスク 

マーケットの状況によっては、お客様が保有するポジションを決済することや、新たにポ

ジションを保有することが困難となることがあります。外国為替市場には値幅制限がなく、

特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要通貨の場合、通常高い流動性を示して

います。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際、週はじめのオープンに

おける取引、あるいは普段から流動性の低い通貨での取引は、当社の通常の営業時間帯で

あってもマーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合やスプレッドが広

がり通常よりも取引条件が不利になることもあります。また、天変地異、政変、戦争、為

替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下での特定の通貨の取引が困難または不可能

となる可能性もあります。  

 

(4) 金利変動リスク 
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店頭外国為替証拠金取引は、通貨の交換を行うと同時に金利の交換も行われ、スワップポ 

イントの受け払いが発生します。スワップポイントは各国の経済状況や金融政策等を反映 

しており、日々変動するものです。したがって、常に受け払いされる額が一定とは限り 

ません。  

 

(5) 相対取引リスク 

ひまわり FXはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危

険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報（テレビやインターネット

等）とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。  

 

(6) カバー取引リスク 

ひまわり FX では、お客様からの注文をインターバンク市場にてカバー取引を行いますが、

カバー先においてカバー取引が出来ない状況になった場合、お客様の取引が出来ない場合

や、制限される場合があります。  

 

(7) ロスカットリスク 

ひまわり FXでは、自動ロスカット（ルール 23自動ロスカット 参照）を設けています。下

記の場合には執行される価格がロスカット値から大きく乖離することがあり、お客様が当

社に預託された金額を超える損失が生じる可能性もあります。 

・ 相場状況が急変した場合 

・ 土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合 

・ メンテナンスの開始前の価格と終了後の価格が乖離している場合 （臨時メンテナンス

を含む） 

・ インターバンク市場において出合レートがない場合 

・ クリスマスや年末年始等、インターバンク市場の流動性が低下している場合 

なお、発生した不足額はお客様が当社へ速やかに入金するものとします。  

 

 (8) 逆指値注文リスク 

ひまわり FXでの逆指値注文は、下記の場合には注文した価格から大きく乖離して約定する

ことがあります。 

・ 相場状況が急変した場合 

・ 土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合 

・ メンテナンスの開始前の価格と終了後の価格が乖離している場合 （臨時メンテナンス

を含む） 

・ インターバンク市場において出合レートがない場合 

・ クリスマスや年末年始等、インターバンク市場の流動性が低下している場合 

また、逆指値注文は値幅制限がないことから必ずしも損失が想定した範囲であるとは限り

ません。  
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(9) 指値注文リスク 

ひまわり FXでの指値注文は、為替レートが急激に変動した場合や指値注文が市場の休日を

越えて成立する場合（月曜日はオープンレート（午前７時）で成立となる。）、原則的に注

文した価格で約定するため、約定時点のスポットレートより不利なレートで成立すること

があります。  

 

(10) スリッページリスク 

ひまわり FXでの取引注文では、注文時の提示レートと約定レートが変動することがありま

す。 

このとき、注文時の提示レートと乖離したレートで取引が成立することがあります。 

※指値注文は注文した価格で約定しますので、スリッページは発生しません。  

 

(11) 個人情報に関するリスク 

ひまわり FXを利用するにあたり、使用するログインＩＤ・パスワード等の個人情報が窃盗・

盗聴等により第三者に漏れた場合、その第三者がお客様の個人情報を悪用することにより

お客様が損失を被る可能性があります。  

 

(12) 電子取引システムリスク 

電子取引システムの場合、お客様および当社の通信機器故障、通信回線の障害、情報配信

の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害等により、一時的または一定期間、お

客様の取引が不可能になる場合があります。その他障害以外においても、当社の利用する

セキュリティ対策によって、お客様に直接起因しない場合であっても、お客様のご利用に

なられているプロバイダ事業者や通信回線事業者等に対する接続が制限され、一時的また

は一定期間お客様の取引が不可能になる場合があります。また、取引は出来ても配信され

るレート・情報が誤配および遅配により、実勢とはかけ離れたレートでの約定、および約

定されたものが取消される可能性があります。当該取引については当社の判断により対応

させていただきます。 

 

(13) 取引証拠金・スワップポイント・取引手数料の変更リスク 

取引証拠金・スワップポイント・取引手数料はマーケットの状況、各国の金利政策の動向

等により、お客様に事前に通知することなく変更いたします。また、それに伴い資金の追

加が必要になったり、ロスカット値が近くなったりする可能性もあります。  

 

(14) 関連法規の変更リスク 

店頭外国為替証拠金取引に係る関連法規の変更等により、現状より不利な条件での取引と

なる可能性があります。  

 

(15)ループ・イフダン注文に関するリスク 
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ループ・イフダン注文は、各売買システムがお客様に代わって取引を行います。各売買シ

ステムには、取引の条件があらかじめ決められており、そのルールに従って新規取引およ

び決済取引が自動的に行われます。ループ・イフダン注文は、預け入れた証拠金の額を上

回る取引を行うことが出来ることから、場合によっては自動売買により、大きな損失が発

生する可能性を有しております。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合

があります。 

なお、提示されている売買システムの運用実績は、将来の運用結果を保証するものではあ

りません。相場状況によっては、過去の運用実績を大きく下回る可能性があります。 

※その他ループ・イフダン注文に関する規約および重要事項に関しては、 「ループ・イ

フダン口座利用規約」をご確認ください。 

 

(1)～(15)のリスクは、ひまわり FX における主なリスクについて記載したものですが、こ

れが全てのリスクとは限りません。 

 

 

第 2章 お取引について 

店頭外国為替証拠金取引とは、証拠金を預託することにより、銀行間での店頭外国為替直

物取引の商慣行である通常２営業日後に実行される受渡し期日を、決済取引を行わない場

合には繰り延べすることで、決済するまでポジションの継続を可能にした取引をいいます。  

 

ひまわり FX取引ルール 

 

ひまわり FXには 2種類の取引口座があります。 

 ・ひまわり FX（レギュラー口座）…裁量取引 

 ・ひまわり FX（ループ・イフダン口座） …自動売買 

※ループ・イフダンはループ・イフダン口座で自動売買を行うための取引ツール/サービス

です。 

※ループ・イフダン口座の利用にあたっては別途投資顧問契約の締結が必要となります。 

 

特に記載のない限り、ひまわり FX（レギュラー口座）・ひまわり FX（ループ・イフダン口

座）に共通した取引ルールです。 

 

ルール 1  取引形態 

ひまわり FXは当社の推奨する環境下でインターネットを利用したオンライン取引とします。  

 

ルール 2  取引単位 

ひまわり FXにおける各通貨の取引単位は当社ホームページを参照下さい。  

 

ルール 3  呼び値の最小変動幅 
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呼び値の最小変動幅は、0.1pipとします。（各通貨レートの最小表示桁数）  

 

ルール 4  取引証拠金 

取引証拠金とはポジションを保有するのに必要な証拠金をいい通貨ペア毎に異なります。

取引証拠金は毎週火曜日の午前 7 時 5 分（サマータイム期間中は午前 6 時 5 分）に改定さ

れます。取引証拠金は、当社ホームページ又は取引システムで確認ください。ループイフ

ダンは、発注時にお客様が選択する発注値幅に同じく選択した最大ポジション数を乗じた

範囲内で常にポジションを保有しながら複数の注文を繰り返し発注する自動売買です。し

たがって、ループイフダンの発注には自動売買必要証拠金として予め最大ポジション数の

保有に必要な取引証拠金額の預託が必要となり、ループイフダンの稼働中において、自動

売買必要証拠金はお客様が任意に取引口座より出金することはできません。 

 

ルール 5  口座資産の評価 

お客様の保有するポジションについては当社の提示するレートにより適宜再評価されるも

のとします。  

 

ルール 6  返還可能額・新規注文可能額 

返還可能額・新規注文可能額はそれぞれ下記の通りです。 

・返還可能額 

 口座資産から取引証拠金・評価損益（スポット損益・スワップ損益・取引手数料・助言

報酬）・注文中証拠金・出金依頼額を引いた金額と口座資産のうち、どちらか小さい方の

金額 

・新規注文可能額 

 口座資産から取引証拠金・評価損益（スポット損益・スワップ損益・取引手数料・助言

報酬）・注文中証拠金・出金依頼額を引いた金額 

 

ルール 7  注文可能ロット数 

新規注文可能額をベースにした通貨ペア毎の注文可能なロット数となります。 

但し、即時のロスカット（ルール 23参照）を回避するため、新規注文可能額と注文可能ロ

ット数とに差異が生じる場合があります。また、1 回あたりの注文可能ロット数の上限は

100ロットとなります。  

 

ルール 8  取引手数料 

ひまわり FXにかかる取引手数料は無料です。 

※ループ・イフダン口座を利用する際には、別途投資顧問契約に基づく助言報酬が発生し

ます。 

 

ルール 9 取引レート 

当社では、カバー取引の相手方であるカバー先金融機関から配信されるレートに基づき、
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当社独自に生成した取引レートをお客様に配信いたします。 

お客様は、当社が配信した取引レートの買付け価格（ask）で買い付け、売付け価格（bid）

で売りつけることができます。 

買付け価格と売付け価格には差（スプレッド）があり、スプレッドは各通貨ペアで異なり、

その値は常時変動します。スプレッドについては当社ホームページを参照下さい。 

また、当社では、カバー先からレート提示がない場合や、カバー先から受けたレートが市

場実勢を反映したレートではないと当社が判断した場合には、レートの配信を停止する場

合があります。 

レートの配信停止後、カバー先がレート提示を安定的に再開し、且つ提示レートが市場実

勢を反映したレートであると当社が判断した場合にレートの配信を再開します。 

 

ルール 10 カバー取引 

当社では、お客様との取引により発生する為替変動リスクを回避するために、カバー取引

を行なっております。 

カバー取引は、お客様の注文毎に、当社システムが原則としてその時点で最もよい取引条

件を提示したカバー取引先に自動発注し、カバー取引が成立後お客様の注文が約定されま

す。そのため、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー取引先がカバー取引に応

じることができなかった場合、お客様の注文が約定できないことがあります。 

 

ルール 11  取引対象通貨 

ひまわり FXでは米ドル・加ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン・豪ドル・ニュージー

ランドドル・日本円等、主要各国通貨の組合せにより取引ができます。 

取引対象通貨ペアについては当社ホームページを参照下さい。  

 

ルール 12  注文形態 

ひまわり FX（レギュラー口座）では以下の注文が行えます。 

●成行注文（クイックトレード）●指値注文 ●逆指値注文 ●ＩＦＤ注文 ●ＯＣＯ注文 ●

ＩＦＤＯ注文 ●トレール注文 ●ポジション集計決済(同じ通貨ペアで複数ポジションあ

る場合、集計し決済できます。)●途転注文●クイック＋決済 OCO注文 

 

ひまわり FX(ループ・イフダン口座)では以下の注文が行えます。 

●ループ・イフダン注文 

●成行注文（クイックトレード）●指値注文 ●逆指値注文 ●ＩＦＤ注文 ●ＯＣＯ注文 ●

ＩＦＤＯ注文 ●トレール注文 ●ポジション集計決済(同じ通貨ペアで複数ポジションあ

る場合、集計し決済できます。)●途転注文●クイック＋決済 OCO注文 

 

※注文内容は値動きにより制限を受けることがあります。 

※取引システムの機能変更等により、注文形態の種類が変更される場合があります。 
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ルール 13  許容スリップ 

店頭外国為替証拠金取引での取引注文では、為替レートが変動した場合、提示レートより

不利なレートで成立することがあります（スリッページ）。 

そのため、ひまわり FXでは、成行注文にて発注したレートに対し、どの程度スリッページ

を許容するかを予め設定することができます。1単位は、1pip（クロス円＝0.1銭）となり

ます。なお、許容スリップ値を小さく設定すると、相場状況により設定値以上の変動があ

った場合は、発注したレートでは約定されません。 また、許容スリップ値を大きく設定す

ると、相場状況により発注したレートから大きく乖離したレートで約定する場合がありま

す。  

※許容スリップは、成行注文（クイックトレード）以外ではご利用いただくことはできま

せん。 

 

ルール 14  注文の有効期限 

成行注文（クイックトレード）以外の注文では、注文受付に際し有効期限の指示をしてい

ただきます。有効期限は、当日限り（ニューヨーククローズ時間まで）・無期限・指定期限

の３パターンです。無期限の注文は取消を行うまで有効になります。  

・ループ・イフダン注文は、お客様から行う有効期限を指示する機能はありません。 

 

ルール 15  利用時間 

(1)米国標準時間の適用期間中は月曜日午前 7時～土曜日午前 6時 55分 

(2)米国のサマータイム適用期間中は月曜日午前 7時～土曜日午前 5時 55分 

※主要海外市場が休場の場合はこの限りではありません。 

※取引システムのメンテナンス時間帯（臨時メンテナンスを含む）は利用できません。 

※ひまわり FXの利用時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。  

 

ルール 16 ロールオーバーの時間 

米国標準時間の適用期間中は火曜日～土曜日の午前 6時 55分～午前 7時 5分、米国のサマ

ータイム適用期間中は午前 5時 55分～午前 6時 5分に行われます。 

※この時間は、メンテナンス時間（ルール 17）となります。  

 

ルール 17  サービス停止（メンテナンス）時間 

(1) 米国標準時間の適用期間中のサービス停止（メンテナンス）時間帯は、以下の通りで

す。 

火曜日～金曜日 午前 6時 55分～午前 7時 5分 

土曜日 午前 6時 55分～正午 

なお、土曜日の正午～月曜日の午前 7 時までは、成行注文（クイックトレード）以外の登

録は可能ですが、執行は不可とします。 

(2)米国のサマータイム期間中のサービス停止（メンテナンス）時間帯は、以下の通りです。 
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火曜日～金曜日 午前 5時 55分～午前 6時 5分 

土曜日 午前 5時 55分～正午 

なお、土曜日の正午～月曜日の午前 7 時までは、成行注文（クイックトレード）以外の登

録は可能とするが、執行は不可とします。 

※ ひまわり FX のサービス停止時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があ

ります。 

※ 上記メンテナンスの他に、臨時メンテナンスを実施する場合があります。  

 

ルール 18  スワップポイント 

（１）スワップポイントとは、ポジションを決済せずにロールオーバーを行う事により、 

１日ごとに発生する金利差調整額のことです。 

（２）スワップポイントは金利の高い通貨を買った（低い通貨を売った）場合には受取る

ことができます。金利の低い通貨を買った（高い通貨を売った）場合には支払いとなりま

す。（３）スワップポイントは、各国の金融政策、経済情勢等により変動します。 

（４）スワップポイントは、10,000 通貨単位に対する金額を表記します。  

 

ルール 19  差金決済に伴う金銭の授受 

転売又は買戻しに伴う顧客と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭

を授受します。 

(1)対円通貨ペア取引 （売約定レート－買約定レート）×取引数量＋累積スワップポイン

ト 

(2)それ以外の通貨ペア取引 （売約定レート－買約定レート）×取引数量×円貨レート＋

累積スワップポイント 

※円貨レートとは下記例のように右側に標記される通貨の実勢売付価格のことをいいます。 

（例：ＥＵＲ／ＵＳＤの場合、ＵＳＤ／ＪＰＹの実勢売付価格）  

 

ルール 20  決済期限の繰り延べ 

外国為替直物市場は取引の２営業日後に外貨とその対価の交換を実施します。しかし、ひ

まわり FXはポジションのロールオーバー（ポジションの決済日を翌日以降に繰り延べるこ

と。）を行うことで、ポジションを維持継続するので決済期限はありません。つまりお客様

がポジションを決済するまで保有し続けます。 また、ロールオーバーは、実質的には売り

付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預

入金利との間の金利差調整額であるスワップポイントを当社との間で授受します。同じ通

貨の組合せについてのスワップポイントは、顧客が受け取る場合の方が支払う場合よりも

小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。  

 

ルール 21  有効証拠金 

有効証拠金とは、口座資産に評価損益（スポット、スワップ）を加えたものから、出金依

頼額を差し引いたものです。  
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ルール 22 注文の執行 

1.成行注文（クイックトレード） 

当注文は、お客様が取引画面にて発注ボタンをクリックした時点において、当該画面に表示

されている価格を注文価格として発注されます。お客様の注文を当社で受注した時の配信価

格が、お客様の注文価格と一致するかお客さまに有利な価格であった場合、当該注文価格で

約定します。ただし、お客様が注文時に許容スリップを設定されている場合には、当該設定

範囲以内であれば、受注した時の配信価格で約定します。 

なお、当該設定範囲を越えてお客さまに不利に変動した場合には、お客様の注文は失効しま

すが、当該設定範囲を越えてお客さまに有利に変動した場合には当該設定範囲上限の価格で

約定します。 

以上の仕組みから、許容スリップを設定した場合には、お客様の注文時に画面に表示されて

いる価格（＝注文価格）と実際の約定価格との間に差が生じる場合があり、当該相違は、お

客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。（いずれも、お客様が設定したス

リッページ許容範囲以内に限定されます。） 

当注文は、取引時間中のみ行うことができます。当注文は、受付順に約定しますが、相場急

変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超えて受注した場

合、お客様の注文が約定できず、失効する場合があります。  

当注文において、お客様が発注し注文の執行が開始された後、注文の約定が完了されるまで

の間に相場の急変等によって有効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文での約定

ではなく、ロスカット注文の約定が優先されます。 

 

2.指値注文 

当注文は、お客様が注文価格を指定して行う注文で、当社がお客様に配信する価格が、売り

注文の場合は、お客様が指定した価格以上、買い注文の場合は、お客様が指定した価格以下

になった時点で、当該注文価格を以って約定します。（そのため約定時点の配信価格と比べて、

約定価格が不利に約定する場合があります。）また、週明けやメンテナンス明けの取引開始時

においても同様の仕組みで当該注文価格を以って約定するため、実勢価格から不利な方向に

乖離した約定価格となり、お客さまに損失が発生する場合があります。 

当注文は、取引時間外に発注することも可能で、有効期限が終了するまで、上述の条件で約

定するか、取り消されるまで失効しません。また、相場急変時や注文の集中等により、当社

のカバー先が応じることができる数量を超えた場合、お客様の注文が約定できないことがあ

り、その場合も注文は失効せず、次に執行条件を満たしたときに、再度注文の執行を行いま

す。 

当注文において、注文執行条件に達し注文の執行が開始された後、注文の約定が完了される

までの間に相場の急変等によって有効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文での

約定ではなく、ロスカット注文の約定が優先されます。 

 

3.逆指値注文 
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当注文は、お客様があらかじめ執行の条件となるトリガー価格を指定して行う注文で、当社

がお客様に配信する価格が、売り注文の場合は、お客様が指定した価格以下、買い注文の場

合は、お客様が指定した価格以上になった時点で、当該配信価格で約定します。そのため実

際の約定価格は、お客様の指定したトリガー価格に比べて不利になる場合があります。 

当注文は、取引時間外に発注することも可能で、有効期限が終了するまで、上述の条件で約

定するか、取り消されるまで失効しません。 

また、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超え

た場合、お客様の注文が約定できないことがあり、その場合も注文は失効せず、次に執行条

件を満たしたときに、再度注文の執行を行います。 

当注文において、注文執行条件に達し注文の執行が開始された後、注文の約定が完了され

るまでの間に相場の急変等によって有効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文

での約定ではなく、ロスカット注文の約定が優先されます。 

 

ルール 23 自動ロスカット 

(1) ひまわり FXでは、原則１分以内の間隔で行われる時価評価により有効証拠金（ルール

21 参照）が、取引証拠金額を下回った場合、損失の拡大を防ぐため、お客様が保有する全

てのポジションを成行注文にて決済いたします。また、その際に、未約定注文である指値

注文等についても全て取消が行われます。 

※ロスカット判定及び決済注文処理は、そのときの相場状況（流動性の低下、カバー先と

の注文状況等）や対象となるデータ量等により、必ずしも即時完了するとは限らず、判定

処理及び決済処理等に遅延が生じる可能性があります。その為、ロスカット値と乖離して

約定する場合があり、預託資金以上の損失が発生する可能性がございます。当社ではロス

カット値を乖離した分の差額の補填及び約定値の修正等は行いません。また、ロスカット

判定後に全ポジションを成行注文にて決済するため、ロスカット値及び判定値を保証する

ものではありません。  

(2)ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置ですが、相場の状況等により執

行される価格がロスカット値から大きく乖離することがあり、お客様が当社に預託された

金額を上回る損失が生じる可能性もあります。仮に証拠金の額以上の損失が発生した場合

においても、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、発生した不足額はお客様

が当社へ速やかに入金するものとします。 

(3)テレビやインターネットなどの情報と当社の価格とは異なる場合がありますことをご

了承ください。 

(4)当社はお客様が保有しているポジションを維持継続するために、大幅な為替相場変動が

発生することを考慮し、余裕を持った資金の預託をお奨めしています。 

(5)ロスカットはサービス停止時間（臨時メンテナンスも含む）には執行されません。  

（６）有効証拠金が「ロスカット値」に近づいた場合、「ロスカットアラートメール」が送

信されます。ただし、相場状況によっては「ロスカットアラートメール」が送信される前

にロスカットが執行されることがあります。また、通信状況等によっては「ロスカットア

ラートメール」の送受信が遅延する場合があります。 
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ロスカットアラートメールの詳細は「店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語」ロス

カットアラートメールをご参照ください。 

 

ルール 24 証拠金等の入金 

(1)当社への証拠金等の入金は当社が利用する金融機関への振込によるものとします｡ 振

込手数料は、原則的にお客様負担とします。 

但し、クイック入金（当社取引画面より提携銀行から振込手続きを行う。）ご利用時の振込

手数料は、当社負担とします。 

(2)お振込は、本人名義とさせていただきます。他人名義（異名義）にて振込まれた場合は、

取引口座に反映されない場合があり、他人名義（異名義）にて振込まれた資金は、返金さ

れる場合があります。 

(3)お客様から預託を受ける証拠金は日本円のみです。有価証券等による充当はできません。 

(4)証拠金の預託先はひまわり証券株式会社です。 

※クイック入金とは、当社取引画面より提携銀行のお客様口座からインターネットバンキ

ングを通じて直接お振込いただくサービスで、振込手続き後、即時に取引口座へ反映いた

します。 

但し、手続きの途中で終了したり、タイムアウト等で正常に処理が完了しなった場合は、

即時反映が行われず、反映まで２営業日程度、時間を要する場合があります。 なお、クイ

ック入金はお振込金額が 5,000円未満の場合ご利用いただけません。 

 

ルール 25  証拠金の出金 

(1)預託すべき証拠金の金額を超過して預託している場合、超過している金額の全部又は一

部を返還請求することができます。 

(2)当社からの証拠金の出金はご登録頂いている金融機関口座への振込みによるものとし

ます。手数料は原則として当社にて負担します。 

(3)出金可能額は返還可能額の範囲内となりますが、全額出金を除く出金のご依頼につきま

しては、１件あたり 5,000 円以上とさせて頂きます。ポジションをお持ちの場合は急激な

相場変動を考慮した出金をお奨めします。 

(4)出金を依頼された場合、原則として翌日（金融機関の営業日）から２営業日後までにお

客様ご指定の金融機関口座に振込まれます。但し、年末年始、ゴールデンウィーク等の祝

祭日については、金融機関の営業日に基づき、当社ホームページにて案内するものとしま

す。  

 

ルール 26  税金について 

店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入

されます。 

金融商品取引業者は、顧客に店頭外国為替証拠金取引で発生した益金の支払いを行った場

合には、原則として、当該顧客の所在地、法人名、マイナンバー（法人番号）、支払金額等

を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。 
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※詳しくは、税理士等の専門家又は管轄の税務署にお問い合わせください。  

 

 

店頭外国為替証拠金取引の手続きについて 

 

お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。 

１．取引の開始 

(1)本説明書の交付を受ける  

はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリス

クについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提

出、もしくは電磁的方法(オンライン口座開設時)にてご承諾下さい。 

(2)店頭外国為替証拠金取引口座の設定 店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、あ

らかじめ当社に口座開設申込書・個人情報の提供に関する同意書を差し入れ、店頭外国為

替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示い

ただきます。  

 

２．新規注文の指示 

店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、インターネットを通

じ各種端末において次の事項を正確に当社に指示して下さい。 

(1)取引通貨ペア 

(2)売付取引又は買付取引の別 

(3)注文数量 

(4)価格(指値、成行等) 

(5)注文の有効期間 

(6)その他顧客の指示によることとされている事項  

 

３．証拠金の差入れ 

店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただき

ます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要

なときは、これに応じていただきます。当社は、証拠金を受け入れたときは、お客様に受

領書を交付します。  

 

４．決済注文の指示 

当社の店頭外国為替証拠金取引は、ポジションを指定後、反対売買して決済いただきます。

なお、同一の通貨組合せの売建玉(売ポジション)と買建玉(買ポジション)を同時に持つこ

と(「両建て」といいます。)については、お客様にとって、買付価格と売付価格の差、手

数料及び証拠金を二重にご負担いただくことになること、支払いのスワップポイントと受

取りのスワップポイントの差をご負担いただくことになる等のデメリットがあり、経済合

理性を欠くおそれがあります。  
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５．注文をした取引の成立 

注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした約定通知書

をお客様に交付します。  

 

６．消費税の取扱い 

取引手数料および助言報酬に対しては消費税の対象となります。(取引手数料および助言報

酬の発生が無い場合は、消費税は発生しません。)  

 

７．未決済ポジション、証拠金等の報告 

当社は、お客様に取引状況をご確認いただくため、毎日のお客様の店頭外国為替証拠金取

引の未決済ポジション、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を取引システムにて提供

いたします。  

 

８．電磁的方法による情報提供の種類 

お客様が電磁的方法による情報の提供を受ける場合は、金融商品取引法等により電子交付

等による情報の提供が認められている書面を含む次の各号に掲げる書面等とします。  

(1)取引システム 

  1) 約定取引明細 

  2) 注文履歴明細 

  3) 入出金明細 

  4) スワップ明細表 

  5) 金融商品取引年間報告書 

  6) 金融商品取引報告書 

  7) 月間取引報告書（未決済ポジションの部，入出金明細の部，取引明細の部） 

  8) 証拠金残高・未決済ポジション状況 

  9) 重要な内容の変更の通知 

  10) その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書 

(2) 電子メール 

  1) 約定通知メール 

  2) 入出金に係る報告書（入出金のお知らせ，受領書等） 

  3) 重要な内容の変更の通知 

  4) その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書 

(3) ホームページ 

  1) 取引要綱 

  2) 重要な内容の変更の通知 

  3) その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書 

   

９．電磁的方法による情報提供の方法 
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当社からの情報の提供を電磁的方法に代えて受けることに承諾する場合は、その旨を書面

または電磁的方法（オンライン口座開設時）にて同意して下さい。  

前条(1)の書面は、当社の使用に係るサーバー内に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイル

に記録されている記載事項を顧客の閲覧に供する方法とします。 

前条(2)の書面は、当社の使用に係るサーバーを通じて記載事項を送信し、顧客等が契約し

ているデータセンター等に備えられたメールサーバーに当該記載事項を記録する方法とし

ます。 

前条(3)の書面は、当社のホームページからリンク等により接続される閲覧ファイルに書面

の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法とします。 

上記書面は、Portable Document Format（以下「PDF」という。）若しくは Hyper Text Markup 

Language（以下「HTML」という。）の形式により提供します。 

電子交付等を受けるには、当社の推奨するパソコンの推奨動作環境に適合していることを

前提とします。 

また、PDF 形式による対象書面の記載事項をご覧いただくためには、あらかじめ「Acrobat 

Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただくことが必要です。 

お客様は、電磁的方法に代えて郵送による書面の交付を請求することができます。ご請求

いただく際は、書類作成手数料として１送付当たり「2,000円+消費税」が必要となります。 

 

１０．その他 

当社からの通知書や報告書の内容は、必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義

があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会下さい。  

店頭外国為替証拠金取引の概要、取引の手続き等に関するお問合せ及び苦情は、当社まで

ご連絡ください。 

「ひまわり FX」 フリーコール ： ０１２０－８６－９６８６ 

 

本人確認書類およびマイナンバーの提出 

 

平成 20 年3 月 1 日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」

が施行されました。この法律は特定事業者（金融機関、非金融業者、職業的専門家等）が

お客様の氏名・住所及び生年月日等の確認及びお客様の取引記録を保存することで特定事

業者がテロリズムの資金隠しや、マネー・ローンダリングに利用されることを防ぎ、犯罪

による収益の移転防止を目的としています。 本人確認書類の種類についてはホームページ

にて公開しております。 

平成 27 年 10 月 5 日より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（マイナンバー法）」が施行されました。平成 28 年 1 月 1 日より、新たに当

社とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバー（個人番号・法人番号）を当社に

提示していただく必要があります。マイナンバーの提示手続き等については、ホームペー

ジにて公開しております。 

※ご提出いただいた本人確認書類等は、不備書類も含め返却いたしません。 
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本説明書は、法令の変更・監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることが

あります。その改訂内容はホームページに公開するなど当社の方法によりお知らせいたし

ます。 なお、改訂内容が、お客様の従来の権利を制限するもの、もしくはお客様に新たな

義務を課すものであるときは、当社がその都度定める期日までに異議の申出を願います。

期日までに申出がない場合、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱いま

す。  

店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止事項 

 

金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客様を相手方とした店頭外国為替証拠金

取引、又はお客様のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行

為（以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。）に関して、次のような行為が禁

止されていますので、ご注意ください。 

ａ．店頭外国為替証拠金取引契約（お客様を相手方とし、又はお客様のために店頭外国為

替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。）の締結又

はその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為 

ｂ．お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解さ

せるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為 

ｃ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し

又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為（但し、金

融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客様（勧誘の日前１年間に、２以上の店頭

金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者

に限ります。）に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法

人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。） 

ｄ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、そ

の勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 

ｅ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、お客様があらかじめ当該店頭外国為替証

拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨

の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為

又は勧誘を受けたお客様が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を

表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 

ｆ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるよう

な時間に電話又は訪問により勧誘する行為 

ｇ．店頭外国為替証拠金取引について、お客様に損失が生ずることになり、又はあらかじ

め定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しく

は一部を補てんし、又は補足するため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供す

る旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第

三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 

ｈ．店頭外国為替証拠金取引について、自己又は第三者がお客様の損失の全部若しくは一
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部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため当該お客様又は第三者に財産上の利

益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束

し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 

ｉ．店頭外国為替証拠金取引について、お客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、又

はお客様の利益に追加するため、当該お客様又は第三者に対し、財産上の利益を提供

し、又は第三者に提供させる行為 

ｊ．本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況

及び店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解される

ために必要な方法及び程度による説明をしないこと 

ｋ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を

生ぜしめるべき表示をする行為 

ｌ．店頭外国為替証拠金取引契約につき、お客様若しくはその指定した者に対し、特別の

利益の提供を約し、又はお客様若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為（第

三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。） 

ｍ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは

脅迫をする行為 

ｎ．店頭外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当

該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不

当に遅延させる行為 

ｏ．店頭外国為替証拠金取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の

財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により

取得する行為 

ｐ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ

明示しないで当該お客様を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する

行為 

ｑ．あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により店頭外国為替証拠金取引

をする行為 

ｒ．個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員（役員が法人であるときは、

その職務を行うべき社員を含みます。）若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用

して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の

情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引を

する行為 

ｓ．店頭外国為替証拠金取引行為につき、お客様から資金総額について同意を得た上で、

売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一

定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式

に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行する

ことを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこ

と（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により

締結する場合を除きます。） 
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ｔ．店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠

金取引の売付又は買付と対当する取引（これらの取引から生じ得る損失を減少させる

取引をいいます。）の勧誘その他これに類似する行為をすること 

ｕ．通貨関連デリバティブ取引（店頭外国為替証拠金取引を含みます。V.において同じ。）

につき、顧客が預託する証拠金額（計算上の損益を含みます。）が約定時必要預託額に

不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該

取引を継続すること 

ｖ．通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証

拠金額（計算上の損益を含みます。）が維持必要預託額に不足する場合に、当該顧客に

その不足額を預託させることなく取引を継続すること 

ｗ．顧客にとって不利なスリッページが発生する場合（注文時の価格より約定価格の方が顧

客にとって不利な場合）には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧

客にとって有利なスリッページが発生する場合（注文時の価格より約定価格の方が顧

客にとって有利な場合）にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること 

ｘ．顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利

な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること（顧客がスリ

ッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッペ

ージの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲より

も広くなるように設定しておくことを含みます。） 

ｙ．顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客に

とって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設

定すること 

 

第 3章 その他 

区分管理について 

 

金融商品取引業者は、金融商品取引法等に基づいてお客様からお預かりしている対象資産

を信託保全することが義務付けられています。 

当社では、お客様がより安心できる環境でお取引いただくため、お客様からお預かりした

証拠金等の対象資金は、株式会社三井住友銀行への金銭信託による信託保全を行うことに

より当社の財産とは区分して管理しています。 

信託保全の対象額（区分管理必要額）は、お客様より預託を受けた証拠金に、実現損益、

評価損益及びスワップ損益を加算減算した金額とし、毎営業日計算いたします。信託財産

の元本評価額が区分管理必要額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から

起算して２営業日以内に株式会社三井住友銀行に追加信託いたします。  

 

注意事項 

※信託保全は店頭外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。急激な為替

の変動によりお客様が預託した資金以上の損失が発生するリスク等があります。 
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※店頭外国為替証拠金取引に係る証拠金の区分管理方法である信託保全は、信託保全の対

象額（区分管理必要額）計算日と追加信託期限に時間差があることなどから、いかなる状

況でも必ずお客様からお預かりした証拠金が全額返還されることを保証するものではあり

ません。 

※当社に万が一の事態が生じた場合には、信託口座で保管されている金銭から諸費用を控

除した残りの額を、お客様のポジションを清算した後の個別顧客区分管理必要額に応じて

按分した額を返還いたします。 

※株式会社三井住友銀行は、当社から信託された資産の管理を行うこととなります。した

がって、株式会社三井住友銀行が当社に代わってお客さまに対して資金等の支払い義務を

負うものではありませんので、お客様から株式会社三井住友銀行に対して証拠金等の返還

を直接請求することはできません。 

※当社に万が一の事態が発生し受益者代理人からお客様に資産を返還する場合、犯罪収益

移転防止法に基づいてご本人確認をさせていただく必要がありますので、お客様の個人情

報を受益者代理人である社外弁護士および信託先である株式会社三井住友銀行に提供する

ことがあります。  

 

 

 

 

当社の概要 

商 号 等    ひまわり証券株式会社（金融商品取引業者）関東財務局長（金商）第

１５０号 

本店所在地    〒100-6217  東京都千代田区丸の内一丁目１１番１号 

加 入 協 会    日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資

産運用業協会 

資 本 金    300,000,000円 

主 な 事 業    金融商品取引業・投資助言業 

設 立 年 月    平成 14年 2月 14日 

連 絡 先    ℡：0120-86-9686 

E-Mail：forex@sec.himawari-group.co.jp 

 

苦情受付窓口 

受付時間     午前９時から午後５時まで 

窓  口     コンプライアンス部 

受付方法     電話 03-6910-3535 

 

苦情処理・紛争解決 

苦情処理・紛争解決について、金融商品取引業者及び顧客が利用可能な指定紛争解決機関

は、次のとおりです。 

mailto:forex@sec.himawari-group.co.jp
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特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ） 

 電話番号 ： 0120-64-5005（フリーダイヤル） 

 URL    ： http://www.finmac.or.jp/ 

 東京事務所： 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 

 大阪事務所： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 1-5-5 大阪平和ビル 

 

店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語 

・アスク（オファー） 

金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売付ける旨の申出をすることをいいま

す。お客様はその価格で買付けることができます。  

・売ポジション（うりポジション）＝売建玉（うりたてぎょく） 

売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。  

・売決済（うりけっさい） 

買ポジションを手仕舞う（買ポジションを減じる）ために行う売付取引をいいます（転売）。  

・買ポジション（かいポジション）＝買建玉（かいたてぎょく） 

買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。  

・買決済（かいけっさい） 

売ポジションを手仕舞う（売ポジションを減じる）ために行う買付取引をいいます（買戻

し）。  

・カバー取引（カバーとりひき） 

金融商品取引業者が顧客を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリ

スクの減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同

じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取

引又は店頭外国為替証拠金取引をいいます。  

・逆指値注文（ぎゃくさしねちゅうもん） 

市場の価格が指定した値段以上になった時点で「成行」にかわる買い注文。または市場の

価格が指定した値段以下になった時点で「成行」にかわる売り注文をいいます。ストップ

オーダー。  

・金融商品取引業者（きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ） 

店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法に

基づき内閣総理大臣より登録を受けた者をいいます。  

・クイックトレード 

クイックトレード注文とは、「いくらでもいいから買い」「いくらでもいいから売り」とい

う注文方法です。ただし為替取引の場合、2wayプライス（Bid,Ask）で表示されているレー

トでの売買が原則となります。クイックトレード注文には、即座に約定する可能性が高い

というメリットがあります。一般に成行注文のことです。  

・差金決済（さきんけっさい） 

取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を

授受することによる決済方法をいいます。  
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・指値注文（さしねちゅうもん） 

価格の限度（売りであれば最低値段、買いであれば最高値段）を示して行う注文をいいま

す。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。  

・証拠金（しょうこきん） 

取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる証拠金をいいます。  

・スプレッド 

買値と売値の差。ビッド・レート（お客様のお取引できる現在の売値）とアスク・レート

（お客様のお取引できる現在の買値）の差をいいます。  

・スリッページ 

逆指値注文や成行注文の際に生じる、指定レートと実際にご注文が約定したレートとの差

のことをいいます。相場状況の急変等が起きた場合、このスリッページが大きくなる場合

もあります。  

・スワップポイント 

店頭外国為替証拠金取引は、通貨の交換を行うと同時に金利の交換も行われます。 

各通貨の金利差に基づき算出される金利差調整額をスワップポイントといいます。金利差

の状況によってスワップポイントの受取り、または支払いとなります。スワップポイント

による損益額はロールオーバー取引時に確定いたします。  

・デリバティブ取引（デリバティブとりひき） 

その価格が現商品の価値（数値）に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取

引及びオプション取引を含みます。  

・店頭外国為替証拠金取引（てんとうがいこくかわせしょうこきんとりひき） 

通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う

証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。  

・店頭金融先物取引（てんとうきんゆうさきものとりひき） 

店頭外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外

国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいま

す。  

・特定投資家（とくていとうしか） 

適格機関投資家や取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が 5 億円以上

であると見込まれる株式会社をいい、特定投資家向けの取引は、書面交付義務などが適用

除外されます。一定の特定投資家は一般投資家に、一定の一般投資家は特定投資家に移行

することを可能にしています。  

・成行注文（なりゆきちゅうもん） 

あらかじめ価格を設定しないで行う注文をいいます。  

・値洗い（ねあらい） 

毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。  

・ビッド 

金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買付ける旨の申出をすることをいいま

す。お客様はその価格で売付けることができます。  
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・ヘッジ取引（ヘッジとりひき） 

現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減

少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物市場や店頭市場

で設定する取引をいいます。  

・両建て（りょうだて） 

同一通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。お客様にとって買付価格と

売付価格の差、手数料及び証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受

取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠く

おそれがあります。  

・レバレッジ 

てこの原理のことで、少ない資金で大きな取引を行なうことにより投資した資金に対する

損益の比率が大きくなること、またはその倍率のことをいいます。  

・ロスカット 

お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者がリスク管理のため、お客様

の未決済ポジションを強制的に決済することをいいます。  

・ロスカットアラートメール 

取引口座の実効レバレッジ（総取引金額÷有効証拠金）が 20 倍以上になった場合、ロスカ

ット（ルール 23「自動ロスカット」）の水準に近い状態となるため、注意喚起の観点から「ロ

スカットアラートメール」が送信されます。ただし、相場状況によっては「ロスカットア

ラートメール」が送信される前にロスカットが執行されることがあります。さらに、通信

状況等によっては「ロスカットアラートメール」の送受信が遅延する場合があります。 

なお、本サービスは、口座を管理するうえでの情報提供を目的としたものであり、投資勧

誘、ご入金を目的として提供するものではありません。最終的な投資決定については、お

客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 

・ロールオーバー 

店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった未決済ポジショ

ンを翌営業日に繰り越すことをいいます。  

以上 

 

平成 24年 1月 9日制定 

平成 24年 2月 27日改定 

平成 24年 7月 2日改定 

平成 24年 8月 1日改定 

平成 24年 12月 17日改定 

平成 25年 1月 18日改定 

平成 25年 10月 4日改定 

平成 25年 12月 1日改定 

平成 26年 7月 17日改定 

平成 26年 11月 3日改定 
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平成 27年 3月 6日改定 

平成 27年 12月 25日改定 

平成 28年 7月 16日改定 

平成 28年 12月 22日改定 

平成 29年 2月 21日改定 

平成 29年 4月 1日改定 

平成 29年 5月 26日改定 

平成 30年 1月 15日改定 

平成 30年 4月 2日改定 

平成 31年 2月 21日改定 

令和元年 11月 22日改定 

令和 2年 9月 18日改定 

令和 3年 9月 20日改定 

令和 5年 3月 6日改定 

令和 5年 7月 22日改定 

令和 8年 2月 24日改定 

令和 8年 4月 1日改定 

 

 

当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店頭外国為替証拠金取引（ひまわり FX） 

約款・規定集 
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関東財務局長（金商）第150号 
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店頭外国為替証拠金取引（ひまわりFX）約款 

 

店頭外国為替証拠金取引（ひまわりFX）約款（以下「本約款」という。）は、契約者本人（以下

「お客様」という。）がひまわり証券株式会社（以下「当社」という。）との間で行う「店頭外

国為替証拠金取引（ひまわりFX）」（以下「本取引」という。）に関する権利・義務関係を明確に

するための取決めである。 

お客様が、本約款・「ひまわりFX取引規定」（以下「取引規定」という。）・別紙の「店頭外国為

替証拠金取引（ひまわり FX）説明書」（以下「取引説明書」という。）を十分理解し、それぞれ

に規定したルールに従って取引を行うことを同意された場合のみ、当社はお客様との取引を行

うものとする。 

お客様は、当社から説明を受けた、本約款第 2 条第 1 項に定義する本取引の特徴、取引の仕組

み等取引に関する内容を十分把握し、お客様の判断と責任において本取引を行うものとする。

ついては、当社に本取引口座を設定するに際し、金融商品取引法その他の関係法令および一般

社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守するとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、こ

れを証するため、別途、「店頭外国為替証拠金取引に関する確認書」（以下「確認書」という。）

を差し入れる、または電磁的方法により、その内容を同意するものとする。 

 

第１条 本取引口座による処理 

１ お客様が今後当社と行う本取引において、当該取引に係る証拠金その他の保証金（以下「証

拠金」という。）、当該取引について転売もしくは買戻しによる決済取引を行った場合の損

益金その他授受する金銭は、すべてこの本取引口座で処理すること。 

２ 本取引口座を開設するにあたり下記に示す全条件に同意もしくは該当していること。 

・ 本約款、取引規定及び取引説明書を熟読し同意すること。 

・ 本約款、取引規定、取引説明書及び当社ホームページの取引に関する解説などを読み、本取

引の内容、仕組み及びリスクについて十分理解し同意すること。 

・ 当社と電話や電子メールで常時連絡が取れること。 

・ 本取引にかかる報告書面の電磁的方法での交付に同意すること。 

・ 個人情報保護法に準拠した個人情報の取り扱いに同意すること。 

・ 法人の場合、日本国内に本店が登記されていること。 

・ 個人の場合、口座開設時に日本国内に居住する 18 才以上で日本語を十分に理解し、インタ

ーネット取引に必要な電子機器の基本的な操作が自分自身でできるなどの行為能力を有し

ていること。 

・ お客様ご利用の振込先金融機関口座は、国内に存在する金融機関のお客様ご本人名義の口座

を指定すること。 

・ 本取引口座の開設は、当社の審査基準に基づき適否を判定するものとし、当社が承諾した場

合に限り、開設できること。 
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・ お客様が法人の場合、本取引を行うことは、法令その他の諸規則または定款、その他の内規 

に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を有していること。 

 

第２条 取引対象及び決済方法 

１ お客様が当社と行う本取引は、通貨の売買取引で、金融商品取引法第2条第22項に規定す

る店頭デリバティブ取引のうち同項第１号に規定する店頭金融先物取引の一つであること。 

２ お客様が当社と行う本取引の形態は、店頭相対取引であり、インターネットを利用したオ

ンライン取引により行うこと。 

３  お客様が当社と行う本取引の決済は、転売もしくは買戻しによる差金決済で行うこと。 

４ 差金決済による金銭の授受は日本円にて行うこと。 

５ お客様が取引した本取引の建玉は、取扱時間内において、お客様の意思で決済することが 

できること。但し下記の場合においては、当社がお客様の意思に関係なくこれを決済する 

ことができること。 

（１） 第12条に定める期限の利益の喪失の場合。 

（２） 第13条第6項に該当する場合。（ロスカット・マージンカット） 

（３） 第13条第7項に該当する場合。（証拠金規制による強制決済） 

     お客様は上記各号の処理が行われたことによって発生した損害について、当社に対して一

切の異議申し立てができないこと。また上記第 5 項第 2 号規定により決済を行った場合に

は、その約定値段により売買損益を計算し、当該売買差損益の受払いを行うものとするこ

と。 

 

第３条 注文の際の指示 

お客様が当社と行う本取引の種類、数量、価格その他の注文の内容および注文の執行方法につ

いては、当社の取引システムの応じ得る範囲内で、お客様の自己責任の下、取引画面にてお客

様ご自身で注文を発注する毎に確認し、お客様が注文をあらかじめ指示するところにより行う

こと。 

 

第４条 注文の執行および処理 

１ 本取引の約定日（以下「約定日」という。）は、お客様の注文に係る取引の成立を当社が確

認した日とすること。 

２ 当社への注文は、原則として当社が定めた取扱時間内に行うこと。 

３ お客様は取扱時間内において、取引成立前であれば、本取引における注文の変更、及び取

消を行うことができること。取引成立後、取引内容に疑義がある場合、お客様は注文の約

定日より 10 営業日以内に当社へ取引内容に疑義がある旨をお申出頂くものとします。10

営業日以内に当該お申出がなかった場合には、当社はお客様の注文及び約定の内容に疑義

がなかったものとみなします。 
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４ 当社において遅滞なく処理される限り、時差、取扱時限等の関係からお客様の発注日時と

約定日時とが異なっても差し支えないこと。 

５ 取引の成立を確認したときは、当社は、遅滞なく電磁的方法にて取引成立の旨を通知する

こと。 

６ 本取引において、売買注文は注文受付が成立した後に執行されること。 

  但し、次の事項のいずれかに該当する場合は売買注文の執行は行われない。 

・ 第5条第１項で定める証拠金の必要額が不足する場合の新規売買。 

・ その他、お客様保護の観点から当社が不適当と判断した場合。 

 

第５条 証拠金の取扱い 

お客様が当社に預託する本取引に係る証拠金の取扱いについては、次の各号に定めるところに

よること。 

（１） 新規の売付取引または新規の買付取引の注文をするときは、あらかじめ、当社の定める

証拠金の必要額（以下「取引証拠金」という。）以上の額を、証拠金として、当社の定

める方法により、当社に預託すること。 

（２）有価証券等による充当はできないこと。 

（３）本取引に係る証拠金としてお客様が預託している現金の引き出しおよび返還について 

は、取引説明書に従って当社の定めるところによること。 

（４）当社は、経済情勢等の変化に伴い取引証拠金額を変更することができることとし、取引 

証拠金額を変更したときは、未決済建玉の取引証拠金に対しても変更後の取引証拠金額 

を適用できること。 

（５）前各号に定めるほか、お客様が当社に預託する本取引に係る証拠金の取扱いについては 

当社の定めるところによること。 

 

第６条 建玉の限度 

お客様の本取引による建玉は、当社の定める基準の範囲内とすること。 

 

第７条 決済期限の繰り延べ 

１ 外国為替直物市場は取引の 2 営業日後に外貨とその対価の交換を実施するが、本取引は建玉

のロールオーバー（建玉の決済日を翌日以降に繰り延べること）を行うことで、建玉を維持

継続すること。 

２ ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れるこ

とになる為、その借入金利と預入金利との間の金利差調整額に相当するスワップポイントを

当社との間で授受すること。 

  

第８条 決済条件の変更 
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お客様は、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、当社がお客様の

本取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。 

 

第９条 諸通知 

１ お客様は、当社より次の通知を受けた場合には内容を確認の上その内容に従うこと。 

（１）お客様の本取引（未決済のものに限る。）に係る取引証拠金額の変更の通知。  

（２）お客様の本取引に係る重要な取引の内容の変更の通知。 

２ 当社はお客様の本取引に係る建玉残高、証拠金の残高等を電磁的方法により通知する。た

だし、お客様から書面による交付の申出があった場合、本約款第 10 条 2 項に定める料金

を当社に支払うものとする。 

 

第 10条 諸料金等 

１ お客様は、当社所定の手数料および公租公課その他の賦課金を、当社の定める時期および

方法により、当社に支払うものとする。 

２ お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費を、その都度当社に支払う

こと。また、本約款第9条2項の書面による交付の申出をした場合、書類作成及び送付料

（１送付当たり2,000 円＋消費税）として、当社の定める時期および方法により当社に支

払うものとする。 

 

第 11条 禁止事項 

１ お客様は、以下の事項を行ってはならないものとする。 

（１） 当社の用意したインターフェイスを介さずに注文を行う行為。 

（２） 第三者に取引システムを利用させる行為。 

（３） 代理にて取引システムを利用させる行為。 

（４） 取引システムの欠陥を利用した取引行為。 

（５） 当社への虚偽の申請を行う行為。 

（６） 他人のＩＤ・パスワードを利用する行為。 

（７） 反社会的勢力の一員となる、または直接にも間接にも反社会的勢力の利益に資するも

しくは協力する行為。 

（８） 当社がお客様に対しご提供するサービスは、当社がご案内する当社の想定した手段の

範囲内に限られ、その範囲から逸脱した行為。 

２ お客様が、禁止事項に該当する行為を行ったと当社が判断し当社に損害が生じた場合には、

当社は一切の契約を締結せず、また保証もせず、形式的に約定等がなされた場合にも遡っ

て無効とすることが出来るものとします。また、逸脱した行為により当社が損害を被った

場合、お客様は当該損害に対して損害賠償責任を負うものとします。なお、当社はいかな

る理由があっても、約定の無効等によりお客様に生じた一切の損害につき、お客様に対し
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て何らの責任も負担しないものとします。 

 

第 12条 期限の利益の喪失 

１ お客様が、次の各号の事由のいずれかに該当し、または第11条に掲げるいずれかの事項に

該当したときは、当社から通知、催告等がなくても当社に対する本取引に係る債務につい

て当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 

（１）支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始もしくは特別

清算開始の申立があったとき。 

（２）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

（３）お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮

差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 

（４）お客様の当社に対する本取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について

差押、または競売手続の開始があったとき。 

（５）外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。 

（６）住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在

が不明となったとき。 

（７）本人死亡のとき。 

（８）心身機能の低下に伴い、本取引の継続が著しく困難または不可能となったとき。 

２ 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する本取引に

係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 

（１）お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一

部でも履行を遅滞したとき。 

（２）お客様の当社に対する債務（ただし、本取引に係る債務を除く。）について差し入れてい

る担保の目的物について差押、または競売手続の開始（外国の法令に基づくこれらのい

ずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。）があったとき。 

（３）お客様が当社との本約款またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。 

（４）前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 

 

第13条 期限の利益を喪失した場合等における本取引の転売もしくは買戻し 

１ お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社が任意に、お客様が当社の本

取引口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な転売も

しくは買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において行うことに異議

のないこと。この場合、当社がお客様の勘定において行ったすべての本取引についての転

売もしくは買戻しの結果、お客様の当社とのすべての本取引は一括して当然に終了し、か

かる終了によりお客様が当社に対して負う債務は、第14条各項に定める差引計算により、

お客様の当社に対する単一の債務となり、催告なくして直ちに支払うべきものとなること。 
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２ お客様が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行

を遅滞したときは、当社が任意に、当該遅滞に係る本取引を決済するために転売もしくは

買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において行うことに異議のない

こと。 

３ お客様が前条第2項の各号のいずれかに該当したときは、当社の請求により、当社の指定

する日時までに、お客様が当社の本取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済す

るために転売もしくは買戻しを、当社に注文して行うこと（ただし、前項の規定により当

社が転売もしくは買戻しを行う場合を除く。） 

４ 前項の日時までに、お客様が転売もしくは買戻しを行わないときは、当社が任意に、お客

様に事前に通知することなくお客様の勘定においてそれを決済するために必要な転売もし

くは買戻しを行うことに異議のないこと。 

５ 前各項の転売もしくは買戻しを行った結果、損失が生じた場合には、当社に対して、その

額に相当する金銭を直ちに支払うこと。 

６ お客様の勘定による未決済の本取引について、相場の変動によって生ずるお客様の損失を

限定することを目的として、取引説明書に定める条件（ロスカット条件・マージンカット

条件）が成立したときは、お客様が当社に設定した本取引口座を通じて行っているすべて

の本取引を決済するために必要な転売もしくは買戻しを、お客様に事前に通知することな

くお客様の勘定において当社が任意に行うことに異議のないこと。 

７ お客様の勘定による未決済の本取引について、証拠金規制による強制決済となった場合、

お客様が当社に設定した本取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために

必要な転売もしくは買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において当

社が任意に行うことに異議のないこと。 

 

第 14条 相殺計算 

１ 期限の到来、期限の利益の喪失または以下に列挙する各号のいずれかに該当し、当社に対

する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する本取引に

係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は

相殺することができること。 

（１） 口座開設申込時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。 

（２） 本約款のいずれかの規定に違反した場合。 

（３） 当社Ｗｅｂサイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼす

おそれのある行為を行ったと当社が認定した場合。 

（４） その他、当社が本取引を継続する事が不適切であると認めた場合。 

２ 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に

代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。 

３ 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その
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期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については当社の定

める利率および率によるものとし、また差引計算を行う場合債権および債務の支払通貨が

異なるときに適用する外国為替相場については、お客様の当社に対する外貨建ての債務を

円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場

を適用し、お客様の当社に対する外貨建ての債権を円貨額に換算するときは、計算実行時

の東京外国為替市場における対顧客直物電信買相場を適用すること。ただし、計算実行時

に、当該相場がない場合には、それぞれ直前の東京外国為替市場における対顧客直物電信

売相場または対顧客直物電信買相場を適用すること。 

 

第 15条 証拠金等の処分 

１ お客様が本約款に基づき当社に対し差し入れる証拠金その他の担保はすべて、お客様が本

取引に関連して当社に対し負担する債務を担保すること。 

２ お客様が本取引に関し当社に対し負担する債務を、期限の利益を喪失した場合を含め、所

定の時限までに履行しないときまたは第 13 条各項による転売もしくは買戻しによりお客

様が当社に対し債務を負担することとなったときは、当社が、通知、催告を行わず、かつ

法律上の手続きによらないで、第1項の担保を、お客様の勘定において、その方法、時期、

場所、価格等は当社の任意の条件で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法

定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当の結果、残

債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。 

３ 当社は本取引のかかるお客様の債務について、お客様からその弁済を受けるまでは、第 2

条第5項、第5条第5号の規定に係わらず、第1項の金銭を担保として、留保することが

できる。 

 

第 16条 充当の指定 

債務の弁済または第14条の相殺計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りな

いときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができること。 

 

第 17条 遅延損害金等の支払 

お客様が本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に

対し履行期日の翌日（当該日を含む。）より履行の日（当該日を含む。）まで、年率14.6％の割

合による延滞損害金を支払うことに異議のないこと。また、当社の示した期日までにお客様よ

り当社に対する債務等の支払いがなされなかった場合、当社は訴訟等の法的手段に頼らざるを

得ず遅延損害金及び訴訟に係る費用等を請求する事態と成りうることに異議のないこと。 

 

第 18条 債権譲渡等の禁止 

お客様が当社に対して有する本取引に係る債権は、当社の同意なしにはこれを他に譲渡、質入
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れ、権利設定その他の処分をしないこと。 

 

第 19条 報告 

第12条第1項および第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、お客様、相続人または

合理的な事由を有する利害関係人は、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨

の報告をすること。 

 

第 20条 届出事項の変更届出 

当社に届け出た、氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑または住所もしくは事務所の所在地

その他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨

の届出をすること。なお、居住地国に変更があった場合は、個人のお客様の場合、法令の定め

るとおり変更日から3ヶ月以内、法人のお客様の場合、変更日の属する年の 12 月 31 日又は

変更日から3月を経過する日のいずれか遅い日までに異動届出書により申告すること。 

 

第 21条 報告書等の作成および提出 

１ お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内

容その他を日本国の政府機関等あてに報告することに異議のないこと。この場合、お客様

は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。 

２ 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害に

ついては、当社は免責されること。 

 

第 22条 本約款の解約 

１ 次の各号のいずれかに該当し、またはお客様が第11条及び第12条に掲げる事項のいずれ

かに該当したときは、本約款は解約されること。ただし、解約時においてお客様との本取

引等の未決済勘定が残存する場合、またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残

存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとすること。 

（１）お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。 

（２）お客様から1年以上当社に対する連絡若しくは取引口座へのアクセスが行われていない

と当社が判断したとき。 

（３）お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告したとき。 

（４）お客様が本取引を利用することが不適当だと、当社が判断したとき。 

（５）お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会勢力に該当すると認め

られ、当社が解約を通告したとき。 

（６）お客様が暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為を行い、当社が契約を継

続しがたいと認めて、当社が解約を通告したとき。 

（７）お客様が口座開設申込時に行った、いわゆる総会屋等の反社会勢力ではないことの確約



 - 10 - 

に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を通告したとき。 

（８）お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。 

（９）第28条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。 

（１０）お客様が口座開設後、海外に居住したとき。 

（１１）前各号のほか、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申出をしたとき。 

２ 前項の場合において、お客様の当社に対するすべての債務を決済した後にお客様の本取引

口座に残高があるときの処理については、お客様の指示に従うこと。 

３ 前項の指示をした場合に、当社の要した実費はその都度当社に支払うこと。 

 

第 23条 免責事項 

次の各号に掲げる損害については、当社は当該損害の原因について故意または重大な過失がな

い限り免責されること。 

（１）天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖・混乱、火災、停電、通

信手段の不通、銀行取引の不能、通信施設の故障や機能停止、システム障害または異常

レート等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受または預託の

手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。 

（２）金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、当社が取次ぎに応じ得ないことによって生じる

損失。 

（３）国内の休日ならびに金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に

応じ得ないことにより生じる損失。 

（４）国内の休日ならびに金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、本取引に係る諸

通知が遅延したことにより生じる損失。 

（５）通信回線、通信機器、ソフトウェア及びコンピュータ機器等の障害、瑕疵並びに第三者

の妨害による情報伝達の遅延、不能又は誤作動が生じたことにより生じた損害等当社の

責めに帰すことのできない事由により生じた損害。 

（６）所定の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもっ

て照合し、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことに

より生じた損害。 

（７）お客様の注文ミス又はお客様が必要な確認を怠ったがために、注文が約定され、また約

定されなかったことにより生じた損害。 

（８）お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、お客様の入力内

容の錯誤、当社及び当社が運営・管理等を委託している先のコンピュータ・システム、

ソフトウェアの故障、誤作動及び処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシス

テム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動及び処理速度の低下等、その他一切の

取引に関係するコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンライ

ンの故障や誤作動により生じた損害。 
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（９）第三者による当社システムへの侵入、妨害行為、情報の改ざん等により、当社システム

のサービス提供の遅滞、停止を余議なくされた場合に生じた損害。 

（10） お客様があらかじめ当社に登録したログインＩＤ、パスワードを使用して発生した損害。 

（11）本約款または取引規定、取引説明書に当社が免責される旨またはお客様が責任を負う旨 

が定められた損害。 

（12）その他当社の責めによらない事由に生じた損害。 

 

第 24条 通知の効力 

当社にお客様が届け出た電子メールアドレス、住所または所在地宛に当社より発信された諸通

知が、電子メールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責めに帰すべき事由により延着

し、または不到達となった場合、通常到達すべき時に到着したものとすること。 

 

第 25条 適用法 

本約款は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。 

 

第 26条 合意管轄 

お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とすること。 

 

第 27条 本約款の変更 

１ 本約款は法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社の必要が生じたときは改訂すること

ができること。 

２ 本約款の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課すもの

であったときには、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法により通知

すること。 

３ 本約款の変更に異議ある場合は当社がその都度定める期日までに当社に申し出るものとし、

当該期日までに申し出がないときは、お客様はその変更に同意したものとして取り扱うこ

と。 

４ 上記第 3 項に関わらず、変更の通知後にお客様が本取引の建玉の決済以外の取引をされた

場合は、約款の変更に同意したものとみなすこと。 

 

第 28条 クーリングオフについて  

お客様は本取引の性格上、取引成立後に当該注文に係わる契約を解除すること（クーリングオ

フ）は出来ないこと。 

 

第29条 分離独立条項 
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本約款において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合であっ

ても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、適用法の範囲内で最大限の強制力を

有するものとすること。 

 

第 30条  取得情報の個人利用 

お客様は、本取引を利用して得られる数値、ニュース等の情報をお客様の取引目的のみに利用

するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工または再配信等、お客様の

個人利用以外を目的とした利用は行なってはならないものとする。 

 

第 31条  FATCA の取扱い 

米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス

法（FATCA）上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性が

あると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報（氏名/名称、

住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税

務当局が指定する情報）を米国税務当局に提供することがあること、および、本約款の定めに

より、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものと

して取扱うこと。 

① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織 

② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他

の組織 

③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関（適用外受益者として扱われる者を除く。） 

 

以  上 

 

2012年 1月9日制定 

2016年 12月22日改訂 

2019年 2月 21日改訂 

2019年 10月1日改訂 

2021年 9月 20日改訂 

2025年 1月7日改訂 

 

当社の承諾を得ずに無断で複写･複製する事を禁じます｡ 

 

 



 - 13 - 

ひまわりFX取引規定 

 

お客様がひまわり証券株式会社（以下「当社」という。）の｢店頭外国為替証拠金取引｣（以下

「ひまわりFX」という。）を行うに際して､基本的な取決めである｢店頭外国為替証拠金取引（ひ

まわりFX）約款｣（以下「約款」という。）の補足的細則である｢ひまわりFX取引規定｣（以下

「取引規定」という。）を以下のとおり定める｡ 

 

第１条 ひまわりFXの利用 

約款・取引規定・「店頭外国為替証拠金取引（ひまわり FX）説明書」（以下「取引説明書」と

いう。）に基づいて定められた範囲内において以下の事項に全て該当する場合のみ､ひまわり

FXの利用を認められるものとする｡ 

①お客様がひまわり FX に係わる約款･取引規定･取引説明書･その他事前に交付された全ての

書類を熟読し､内容を十分理解した上で合意し､当社指定の書式に必要事項を記載してひまわ

りFXの申込みを行い､当社における所定の審査手続を経て承諾された場合｡ 

②お客様が入力したログインＩＤ及びパスワードが当社によって受理承認された場合｡ 

 

第２条 ログインＩＤ､パスワードの管理 

約款に基づいて発行されるログインＩＤ及びパスワードはお客様の責任において管理され､

常にお客様本人が使用するものとし､お客様自身での管理が必要となる｡万一お客様のログイ

ンＩＤ及びパスワードが第三者に使用され取引が行なわれたときなど､いかなる場合であっ

ても､その結果生じた一切の損害について当社は免責されるものとする｡ 

 

第３条 情報セキュリティロック 

当社は、お客様の資産を確実に保護する観点から、情報セキュリティロックの実施を行うも

のとします。セキュリティ制御は、第２条にあるログインＩＤ及びパスワードにてコントロ

ールし、ログインＩＤ及びパスワードはお客様ご自身での管理とする。万が一、セキュリテ

ィロックがかかってしまった場合、セキュリティ解除までに要する時間内での生じた一切の

損害について当社は免責されるものとする。 

※ セキュリティ解除に要する時間とは、ご本人確認等の解除に必要な手続きに要する時間と

なります。 

 

第４条 ＦＸ取引の注文の受付 

お客様がＦＸ取引を利用して行う売買注文については、お客様が所定の取引画面において注

文の入力を行った後、当社においてその入力の受信を確認した時点での受付が成立したもの

とする。 
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第５条 ひまわりFXのサービス内容  

(1) 当社は､取引説明書及び当社ホームページに定めるところにより､お客様に対してひまわ

りFXのサービスを提供するものとする｡ 

(2) 約款､取引規定等､ひまわり FX についてお客様に提供するサービス内容に関して、事前に

通知することなく追加・変更・削除する場合があるものとする。その時の連絡は、第１０

条に定める方法にてお客様に通知するものとする。 

 

第６条 使用機器及び回線 

ひまわり FX はインターネットを通じ、当社ホームページに定める環境にて行うものとする。

したがって､お客様がひまわりFXを利用する場合にあたっては､お客様の責任で使用機器及び

回線を準備する必要がある｡ 

※ 1 台のパソコンで同時に複数のログインはできません。 

※ 同時にログインを行った場合は障害が発生する場合がありますので行わないでください。 

 

第７条 レバレッジについて 

ひまわり FX では以下の通りレバレッジの最大値を定める。 

 個人…預かり評価残高のおよそ25倍までの取引が可能 

詳細は、取引説明書および当社ホームページを参照するものとする。 

 

第８条 注文の取消･変更 

 (1)お客様はひまわりFXの売買注文について､成立前の注文に限り､ 

取消､変更を行うことができる｡  

(2)回線障害又は通信環境の変化に起因した前項の取消､変更処理が完了しないことによる 

損害等について､当社は一切の責任を負わないものとする｡  

(3)お客様の入力ミス等の事由によりお客様の意思に反して約定した売買注文について､当 

社は一切の責任を負わないものとする｡  

(4)お客様のひまわりFXの売買注文について､以下の事項に該当する場合､当社は決済注文を

除き､全ての注文の執行を行わないものとする｡ただし､当社が必要と認めた場合はこの限

りではない｡ 

① お客様の取引口座の取引証拠金が当該注文に対して不足が生じる場合｡ 

② お客様がひまわり FX を利用して行った売買注文の内容が､法令､その他の諸規則等に

反するものであった場合｡ 

③ その他､当社が不適当と判断した場合｡ 

 

第９条 売買注文成立の確認 

お客様は売買注文の成立若しくは不成立を､ひまわりFX取引画面に表示し､お客様自身で確認



 - 15 - 

するものとする｡ 

 

第１０条 連絡方法 

取引に関する通常の連絡方法として､ひまわり FX 取引画面､電子メール､ホームページにて発

信するものとする｡ 

 

第１１条 電話等による注文 

ひまわりFX取引画面または当社の用意したインターフェイス以外からの注文は一切受け付け

ないものとする｡ 

 

第１２条 システム障害 

(1) ひまわりFXにおいてシステム障害が発生し、お客様の注文が受け付けられなかった場合

で、当社にて発注の事実（受注行為）を確認できなかった場合、あるいは約定通知の遅

延等により、お客さまが発注する機会を逸した場合等の損失（機会損失）については、

損失を補填することはできません。 

(2) 当社はひまわりFXのシステム障害発生時に緊急を要する連絡事項がある場合は､ホーム

ページまたは電子メールにより告知するよう努めることとする｡ 

(3) 当社はひまわりFXのシステム障害に起因して発生した損害については、当社の判断によ

り対応します｡ 

 

第１３条 機器の障害 

(1) お客様の使用する端末機器及び通信回線に不具合が生じた場合､お客様の責任において

復旧することとする｡ 

(2) 当社はお客様の端末機器及び通信回線に不具合が生じての売買注文などによる､不利益

については一切の責任を負わないものとする｡ 

 

第１４条 証拠金の入出金 

(1) お客様の証拠金の入出金については約款及び取引説明書に明記､出金依頼についてはひ

まわりFX取引画面の出金メニューにて行うこととする｡ 

(2) お客様はひまわりFXを始めるにあたって､当社の指定金融機関口座に振込送金する方法

により証拠金の入金を行うものとする｡ひまわり FX は､当社が当該口座への取引証拠金

の入金を確認し､当該入金処理を終了した時点から取引可能となる｡ 

(3) 証拠金の入出金は、金融機関等により時間がかかる場合があり､これに起因するお客様の

損害について当社は一切の責任を負わないものとする｡ 

(4) クイック入金ご利用時において、手続き途中で終了したり、タイムアウト等で正常に処

理が完了しなかった場合は、即時反映が行われず、反映までに 2 営業日程、時間を要す
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る場合がある。 

 

第１５条 取引規定､約款並びに取引説明書の訂正と承認 

(1) 取引規定､約款並びに取引説明書は関係法令又は諸規則等の変更､監督官庁の指示､指導

若しくはその他必要が生じた時に変更されることがあるものとする｡ 

(2) 前項通知後にお客様がひまわり FX の決済注文以外の取引を行った場合は､取引規定､約

款並びに取引説明書の改定又はひまわり FX に係るサービス内容の変更を承認の上なさ

れたものとする｡ 

 

第１６条 ひまわり FX 残高報告書等の確認 

当社からお客様への取引内容等の報告は書面または電磁的方法により行うものとする｡ 

 

第１７条 取得情報の利用範囲 

お客様は､ひまわりFXを利用して得られる情報を､お客様の取引の目的のみに利用するもので

あり､当社の許可なしに第三者への利用目的としないものとする｡ 

 

以 上 

 

2012年 1月9日制定 

2017年 2月 21日改訂 

2019年 2月 21日改訂 

2019年 10月1日改訂 

2021年 9月 20日改訂 

2023年 3月6日改訂 

2025年 1月7日改訂 

 

 

当社の承諾を得ずに無断で複写･複製する事を禁じます｡  
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ひまわりFXオンライン取引利用規定 

 

この「ひまわりFXオンライン取引利用規定」（以下「本利用規定」といいます。）は、ひまわ

り証券株式会社（以下、「当社」といいます。）がお客様に提供する店頭外国為替証拠金取引

（ひまわりFX）システム（以下「本取引システム」といいます。）の利用に関するお客様との

取決め事項です。  

 

（本取引システムの利用） 

第1条 本取引システムは、お客様が当社の別途定める｢店頭外国為替証拠金取引（ひまわりFX）

約款｣にある店頭外国為替証拠金取引を行うことを目的とします。  

2   本取引システムを利用した店頭外国為替証拠金取引に関する取決めは、当社が別途定め

る「店頭外国為替証拠金取引（ひまわりFX）規定」及び本利用規定によるものとします。  

 

（本取引システムの利用の制限）  

第2条 本取引システムに関する著作権及び知的所有権、その他一切の権利は当社に帰属し、お

客様は、本利用規定第1条の利用目的に従って、ご自身で本取引システムを利用する場合

のほか、本取引システムを、その目的の如何を問わず、複製、加工または再利用するこ

とはできません。  

2   本取引システムを第三者に販売、譲渡、質入、貸与又は頒布すること並びに第三者へ再

配信すること、第三者と共同して利用すること、第三者の利用に供することはできませ

ん。  

3   お客様が、第１項及び第2項に違反すると当社が判断した場合、当社はお客様の本取引

システムの利用を停止することができるものとします。 

 

（本取引システムの停止及び内容変更）  

第3条 本取引システムの保守等の必要があるときは、お客様への事前の通知を行うことなく、

本取引システムの運用の停止、休止、中断等を行うことができるものとします。  

 

（禁止事項） 

第4条 本取引システムの利用に当たっては、次に掲げる行為を禁止します。 

(1) 本取引システムに対し、不正にアクセスすること及びウィルスに感染したファ

イルを故意に送信すること。 

(2) 本取引システムの管理及び運営を故意に妨害すること。  

(3) 第三者の利用者ＩＤを利用すること。 

(4) 他人になりすまして本取引システムを利用すること。 

(5) 公序良俗またはその他法令等に反すると認められる行為をすること。 
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2   お客様が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認

める場合は、予告することなく、当該お客様による本取引システムの利用を停止するこ

とができるものとします。 

 

（当社免責事項）  

第5条 本取引システムにおいて提供する情報は、お客様個人による本利用規定第1条の使用目的

でのみ使用できるものとし、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、

当社は一切責任を負うものではありません。  

2   お客様は、ご自身の投資判断で本取引システムを利用して店頭外国為替証拠金取引を行

うことを自認し、当社は、本取引システムを利用した店頭外国為替証拠金取引の結果に

ついて、いかなる責任を負うものではありません。  

3   本取引システムのインストールまたは使用に関連してお客様に直接的または間接的に

発生する一切の損害（ハードウェア、他のソフトウェアの破損、データ消去、不具合等

を含む。）及び第三者からなされるいかなる請求について当社は一切責任を負うもので

はありません。  

4   お客様環境下における本取引システムが、外部要因等により使用できなくなることによ

り生じたいかなる損害についても、一切の責任を負うものではありません。 

5  本利用規定第3条1項の規定により本取引システムの休止等を行ったことによって生

じたいかなる損害に対しても一切の責任を負うものではありません。 

6   当社の提供するサービスが外的環境・内的環境の変化等その他さまざまな理由により正

常稼働しないことがあることにお客様は同意するものとします。その場合、当社の故

意・重過失の場合を除き当社はいかなる責任を負うものではありません。 

 

（本利用規定の改訂）  

第6条 本利用規定は、法令の変更、監督官庁の指示もしくは命令、その他必要が生じたときは、

お客様への事前の通知を行うことなく、本利用規定を改訂できるものとします。  

2   本利用規定の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課

すものであったときには、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法に

より通知すること。 

3   本利用規定の変更に異議ある場合は当社がその都度定める期日までに当社に申し出る

ものとし、当該期日までに申し出がないときは、お客様はその変更に同意したものとし

て取り扱うこと。 

4   上記第3項に関わらず、変更の通知後にお客様が本取引の建玉の決済以外の取引をされ

た場合は、約款の変更に同意したものとみなすこと。 

 

以  上 
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2012年 1月9日制定 

2019年 2月 21日改訂 

2019年 10月1日改訂 

2021年 9月 20日改訂 

2025年 1月7日改訂 

 

当社の承諾を得ずに無断で複写･複製する事を禁じます｡ 
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店頭外国為替証拠金取引（ひまわりFX）約款 

 

店頭外国為替証拠金取引（ひまわりFX）約款（以下「本約款」という。）は、契約者本人（以下

「お客様」という。）がひまわり証券株式会社（以下「当社」という。）との間で行う「店頭外

国為替証拠金取引（ひまわりFX）」（以下「本取引」という。）に関する権利・義務関係を明確に

するための取決めである。 

お客様が、本約款・「ひまわりFX取引規定」（以下「取引規定」という。）・別紙の「店頭外国為

替証拠金取引（ひまわり FX）説明書」（以下「取引説明書」という。）を十分理解し、それぞれ

に規定したルールに従って取引を行うことを同意された場合のみ、当社はお客様との取引を行

うものとする。 

お客様は、当社から説明を受けた、本約款第 2 条第 1 項に定義する本取引の特徴、取引の仕組

み等取引に関する内容を十分把握し、お客様の判断と責任において本取引を行うものとする。

ついては、当社に本取引口座を設定するに際し、金融商品取引法その他の関係法令および一般

社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守するとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、こ

れを証するため、別途、「店頭外国為替証拠金取引に関する確認書」（以下「確認書」という。）

を差し入れる、または電磁的方法により、その内容を同意するものとする。 

 

第１条 本取引口座による処理 

１ お客様が今後当社と行う本取引において、当該取引に係る証拠金その他の保証金（以下「証

拠金」という。）、当該取引について転売もしくは買戻しによる決済取引を行った場合の損

益金その他授受する金銭は、すべてこの本取引口座で処理すること。 

２ 本取引口座を開設するにあたり下記に示す全条件に同意もしくは該当していること。 

・ 本約款、取引規定及び取引説明書を熟読し同意すること。 

・ 本約款、取引規定、取引説明書及び当社ホームページの取引に関する解説などを読み、本取

引の内容、仕組み及びリスクについて十分理解し同意すること。 

・ 当社と電話や電子メールで常時連絡が取れること。 

・ 本取引にかかる報告書面の電磁的方法での交付に同意すること。 

・ 個人情報保護法に準拠した個人情報の取り扱いに同意すること。 

・ 法人の場合、日本国内に本店が登記されていること。 

・ 個人の場合、口座開設時に日本国内に居住する 18 才以上で日本語を十分に理解し、インタ

ーネット取引に必要な電子機器の基本的な操作が自分自身でできるなどの行為能力を有し

ていること。 

・ お客様ご利用の振込先金融機関口座は、国内に存在する金融機関のお客様ご本人名義の口座

を指定すること。 

・ 本取引口座の開設は、当社の審査基準に基づき適否を判定するものとし、当社が承諾した場

合に限り、開設できること。 



 - 3 - 

・ お客様が法人の場合、本取引を行うことは、法令その他の諸規則または定款、その他の内規 

に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を有していること。 

 

第２条 取引対象及び決済方法 

１ お客様が当社と行う本取引は、通貨の売買取引で、金融商品取引法第2条第22項に規定す

る店頭デリバティブ取引のうち同項第１号に規定する店頭金融先物取引の一つであること。 

２ お客様が当社と行う本取引の形態は、店頭相対取引であり、インターネットを利用したオ

ンライン取引により行うこと。 

３  お客様が当社と行う本取引の決済は、転売もしくは買戻しによる差金決済で行うこと。 

４ 差金決済による金銭の授受は日本円にて行うこと。 

５ お客様が取引した本取引の建玉は、取扱時間内において、お客様の意思で決済することが 

できること。但し下記の場合においては、当社がお客様の意思に関係なくこれを決済する 

ことができること。 

（１） 第12条に定める期限の利益の喪失の場合。 

（２） 第13条第6項に該当する場合。（ロスカット・マージンカット） 

（３） 第13条第7項に該当する場合。（証拠金規制による強制決済） 

     お客様は上記各号の処理が行われたことによって発生した損害について、当社に対して一

切の異議申し立てができないこと。また上記第 5 項第 2 号規定により決済を行った場合に

は、その約定値段により売買損益を計算し、当該売買差損益の受払いを行うものとするこ

と。 

 

第３条 注文の際の指示 

お客様が当社と行う本取引の種類、数量、価格その他の注文の内容および注文の執行方法につ

いては、当社の取引システムの応じ得る範囲内で、お客様の自己責任の下、取引画面にてお客

様ご自身で注文を発注する毎に確認し、お客様が注文をあらかじめ指示するところにより行う

こと。 

 

第４条 注文の執行および処理 

１ 本取引の約定日（以下「約定日」という。）は、お客様の注文に係る取引の成立を当社が確

認した日とすること。 

２ 当社への注文は、原則として当社が定めた取扱時間内に行うこと。 

３ お客様は取扱時間内において、取引成立前であれば、本取引における注文の変更、及び取

消を行うことができること。取引成立後、取引内容に疑義がある場合、お客様は注文の約

定日より 10 営業日以内に当社へ取引内容に疑義がある旨をお申出頂くものとします。10

営業日以内に当該お申出がなかった場合には、当社はお客様の注文及び約定の内容に疑義

がなかったものとみなします。 
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４ 当社において遅滞なく処理される限り、時差、取扱時限等の関係からお客様の発注日時と

約定日時とが異なっても差し支えないこと。 

５ 取引の成立を確認したときは、当社は、遅滞なく電磁的方法にて取引成立の旨を通知する

こと。 

６ 本取引において、売買注文は注文受付が成立した後に執行されること。 

  但し、次の事項のいずれかに該当する場合は売買注文の執行は行われない。 

・ 第5条第１項で定める証拠金の必要額が不足する場合の新規売買。 

・ その他、お客様保護の観点から当社が不適当と判断した場合。 

 

第５条 証拠金の取扱い 

お客様が当社に預託する本取引に係る証拠金の取扱いについては、次の各号に定めるところに

よること。 

（１） 新規の売付取引または新規の買付取引の注文をするときは、あらかじめ、当社の定める

証拠金の必要額（以下「取引証拠金」という。）以上の額を、証拠金として、当社の定

める方法により、当社に預託すること。 

（２）有価証券等による充当はできないこと。 

（３）本取引に係る証拠金としてお客様が預託している現金の引き出しおよび返還について 

は、取引説明書に従って当社の定めるところによること。 

（４）当社は、経済情勢等の変化に伴い取引証拠金額を変更することができることとし、取引 

証拠金額を変更したときは、未決済建玉の取引証拠金に対しても変更後の取引証拠金額 

を適用できること。 

（５）前各号に定めるほか、お客様が当社に預託する本取引に係る証拠金の取扱いについては 

当社の定めるところによること。 

 

第６条 建玉の限度 

お客様の本取引による建玉は、当社の定める基準の範囲内とすること。 

 

第７条 決済期限の繰り延べ 

１ 外国為替直物市場は取引の 2 営業日後に外貨とその対価の交換を実施するが、本取引は建玉

のロールオーバー（建玉の決済日を翌日以降に繰り延べること）を行うことで、建玉を維持

継続すること。 

２ ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れるこ

とになる為、その借入金利と預入金利との間の金利差調整額に相当するスワップポイントを

当社との間で授受すること。 

  

第８条 決済条件の変更 
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お客様は、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、当社がお客様の

本取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。 

 

第９条 諸通知 

１ お客様は、当社より次の通知を受けた場合には内容を確認の上その内容に従うこと。 

（１）お客様の本取引（未決済のものに限る。）に係る取引証拠金額の変更の通知。  

（２）お客様の本取引に係る重要な取引の内容の変更の通知。 

２ 当社はお客様の本取引に係る建玉残高、証拠金の残高等を電磁的方法により通知する。た

だし、お客様から書面による交付の申出があった場合、本約款第 10 条 2 項に定める料金

を当社に支払うものとする。 

 

第 10条 諸料金等 

１ お客様は、当社所定の手数料および公租公課その他の賦課金を、当社の定める時期および

方法により、当社に支払うものとする。 

２ お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費を、その都度当社に支払う

こと。また、本約款第9条2項の書面による交付の申出をした場合、書類作成及び送付料

（１送付当たり2,000 円＋消費税）として、当社の定める時期および方法により当社に支

払うものとする。 

 

第 11条 禁止事項 

１ お客様は、以下の事項を行ってはならないものとする。 

（１） 当社の用意したインターフェイスを介さずに注文を行う行為。 

（２） 第三者に取引システムを利用させる行為。 

（３） 代理にて取引システムを利用させる行為。 

（４） 取引システムの欠陥を利用した取引行為。 

（５） 当社への虚偽の申請を行う行為。 

（６） 他人のＩＤ・パスワードを利用する行為。 

（７） 反社会的勢力の一員となる、または直接にも間接にも反社会的勢力の利益に資するも

しくは協力する行為。 

（８） 当社がお客様に対しご提供するサービスは、当社がご案内する当社の想定した手段の

範囲内に限られ、その範囲から逸脱した行為。 

２ お客様が、禁止事項に該当する行為を行ったと当社が判断し当社に損害が生じた場合には、

当社は一切の契約を締結せず、また保証もせず、形式的に約定等がなされた場合にも遡っ

て無効とすることが出来るものとします。また、逸脱した行為により当社が損害を被った

場合、お客様は当該損害に対して損害賠償責任を負うものとします。なお、当社はいかな

る理由があっても、約定の無効等によりお客様に生じた一切の損害につき、お客様に対し
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て何らの責任も負担しないものとします。 

 

第 12条 期限の利益の喪失 

１ お客様が、次の各号の事由のいずれかに該当し、または第11条に掲げるいずれかの事項に

該当したときは、当社から通知、催告等がなくても当社に対する本取引に係る債務につい

て当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 

（１）支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始もしくは特別

清算開始の申立があったとき。 

（２）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

（３）お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮

差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 

（４）お客様の当社に対する本取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について

差押、または競売手続の開始があったとき。 

（５）外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。 

（６）住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在

が不明となったとき。 

（７）本人死亡のとき。 

（８）心身機能の低下に伴い、本取引の継続が著しく困難または不可能となったとき。 

２ 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する本取引に

係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 

（１）お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一

部でも履行を遅滞したとき。 

（２）お客様の当社に対する債務（ただし、本取引に係る債務を除く。）について差し入れてい

る担保の目的物について差押、または競売手続の開始（外国の法令に基づくこれらのい

ずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。）があったとき。 

（３）お客様が当社との本約款またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。 

（４）前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 

 

第13条 期限の利益を喪失した場合等における本取引の転売もしくは買戻し 

１ お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社が任意に、お客様が当社の本

取引口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な転売も

しくは買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において行うことに異議

のないこと。この場合、当社がお客様の勘定において行ったすべての本取引についての転

売もしくは買戻しの結果、お客様の当社とのすべての本取引は一括して当然に終了し、か

かる終了によりお客様が当社に対して負う債務は、第14条各項に定める差引計算により、

お客様の当社に対する単一の債務となり、催告なくして直ちに支払うべきものとなること。 
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２ お客様が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行

を遅滞したときは、当社が任意に、当該遅滞に係る本取引を決済するために転売もしくは

買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において行うことに異議のない

こと。 

３ お客様が前条第2項の各号のいずれかに該当したときは、当社の請求により、当社の指定

する日時までに、お客様が当社の本取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済す

るために転売もしくは買戻しを、当社に注文して行うこと（ただし、前項の規定により当

社が転売もしくは買戻しを行う場合を除く。） 

４ 前項の日時までに、お客様が転売もしくは買戻しを行わないときは、当社が任意に、お客

様に事前に通知することなくお客様の勘定においてそれを決済するために必要な転売もし

くは買戻しを行うことに異議のないこと。 

５ 前各項の転売もしくは買戻しを行った結果、損失が生じた場合には、当社に対して、その

額に相当する金銭を直ちに支払うこと。 

６ お客様の勘定による未決済の本取引について、相場の変動によって生ずるお客様の損失を

限定することを目的として、取引説明書に定める条件（ロスカット条件・マージンカット

条件）が成立したときは、お客様が当社に設定した本取引口座を通じて行っているすべて

の本取引を決済するために必要な転売もしくは買戻しを、お客様に事前に通知することな

くお客様の勘定において当社が任意に行うことに異議のないこと。 

７ お客様の勘定による未決済の本取引について、証拠金規制による強制決済となった場合、

お客様が当社に設定した本取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために

必要な転売もしくは買戻しを、お客様に事前に通知することなくお客様の勘定において当

社が任意に行うことに異議のないこと。 

 

第 14条 相殺計算 

１ 期限の到来、期限の利益の喪失または以下に列挙する各号のいずれかに該当し、当社に対

する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する本取引に

係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は

相殺することができること。 

（１） 口座開設申込時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。 

（２） 本約款のいずれかの規定に違反した場合。 

（３） 当社Ｗｅｂサイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼす

おそれのある行為を行ったと当社が認定した場合。 

（４） その他、当社が本取引を継続する事が不適切であると認めた場合。 

２ 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に

代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。 

３ 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その
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期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については当社の定

める利率および率によるものとし、また差引計算を行う場合債権および債務の支払通貨が

異なるときに適用する外国為替相場については、お客様の当社に対する外貨建ての債務を

円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場

を適用し、お客様の当社に対する外貨建ての債権を円貨額に換算するときは、計算実行時

の東京外国為替市場における対顧客直物電信買相場を適用すること。ただし、計算実行時

に、当該相場がない場合には、それぞれ直前の東京外国為替市場における対顧客直物電信

売相場または対顧客直物電信買相場を適用すること。 

 

第 15条 証拠金等の処分 

１ お客様が本約款に基づき当社に対し差し入れる証拠金その他の担保はすべて、お客様が本

取引に関連して当社に対し負担する債務を担保すること。 

２ お客様が本取引に関し当社に対し負担する債務を、期限の利益を喪失した場合を含め、所

定の時限までに履行しないときまたは第 13 条各項による転売もしくは買戻しによりお客

様が当社に対し債務を負担することとなったときは、当社が、通知、催告を行わず、かつ

法律上の手続きによらないで、第1項の担保を、お客様の勘定において、その方法、時期、

場所、価格等は当社の任意の条件で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法

定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当の結果、残

債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。 

３ 当社は本取引のかかるお客様の債務について、お客様からその弁済を受けるまでは、第 2

条第5項、第5条第5号の規定に係わらず、第1項の金銭を担保として、留保することが

できる。 

 

第 16条 充当の指定 

債務の弁済または第14条の相殺計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りな

いときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができること。 

 

第 17条 遅延損害金等の支払 

お客様が本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に

対し履行期日の翌日（当該日を含む。）より履行の日（当該日を含む。）まで、年率14.6％の割

合による延滞損害金を支払うこと。また、当社の示した期日までにお客様より当社に対する債

務等の支払いがなされなかった場合、当社は訴訟等の法的手段に頼らざるを得ず遅延損害金及

び訴訟に係る費用等を請求する事態と成りうることに異議のないこと。 

 

第 18条 債権譲渡等の禁止 

お客様が当社に対して有する本取引に係る債権は、当社の同意なしにはこれを他に譲渡、質入
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れ、権利設定その他の処分をしないこと。 

 

第 19条 報告 

第12条第1項および第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、お客様、相続人または

合理的な事由を有する利害関係人は、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨

の報告をすること。 

 

第 20条 届出事項の変更届出 

当社に届け出た、氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑または住所もしくは事務所の所在地

その他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨

の届出をすること。なお、居住地国に変更があった場合は、個人のお客様の場合、法令の定め

るとおり変更日から3ヶ月以内、法人のお客様の場合、変更日の属する年の 12 月 31 日又は

変更日から3月を経過する日のいずれか遅い日までに異動届出書により申告すること。 

 

第 21条 報告書等の作成および提出 

１ お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内

容その他を日本国の政府機関等あてに報告することに異議のないこと。この場合、お客様

は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。 

２ 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害に

ついては、当社は免責されること。 

 

第 22条 本約款の解約 

１ 次の各号のいずれかに該当し、またはお客様が第11条及び第12条に掲げる事項のいずれ

かに該当したときは、本約款は解約されること。ただし、解約時においてお客様との本取

引等の未決済勘定が残存する場合、またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残

存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとすること。 

（１）お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。 

（２）お客様から1年以上当社に対する連絡若しくは取引口座へのアクセスが行われていない

と当社が判断したとき。 

（３）お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告したとき。 

（４）お客様が本取引を利用することが不適当だと、当社が判断したとき。 

（５）お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会勢力に該当すると認め

られ、当社が解約を通告したとき。 

（６）お客様が暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為を行い、当社が契約を継

続しがたいと認めて、当社が解約を通告したとき。 

（７）お客様が口座開設申込時に行った、いわゆる総会屋等の反社会勢力ではないことの確約



 - 10 - 

に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を通告したとき。 

（８）お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。 

（９）第28条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。 

（１０）お客様が口座開設後、海外に居住したとき。 

（１１）前各号のほか、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申出をしたとき。 

２ 前項の場合において、お客様の当社に対するすべての債務を決済した後にお客様の本取引

口座に残高があるときの処理については、お客様の指示に従うこと。 

３ 前項の指示をした場合に、当社の要した実費はその都度当社に支払うこと。 

 

第 23条 免責事項 

次の各号に掲げる損害については、当社は当該損害の原因について故意または重大な過失がな

い限り免責されること。 

（１）天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖・混乱、火災、停電、通

信手段の不通、銀行取引の不能、通信施設の故障や機能停止、システム障害または異常

レート等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受または預託の

手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。 

（２）金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、当社が取次ぎに応じ得ないことによって生じる

損失。 

（３）国内の休日ならびに金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に

応じ得ないことにより生じる損失。 

（４）国内の休日ならびに金融機関の休日または当社の取扱時間外のために、本取引に係る諸

通知が遅延したことにより生じる損失。 

（５）通信回線、通信機器、ソフトウェア及びコンピュータ機器等の障害、瑕疵並びに第三者

の妨害による情報伝達の遅延、不能又は誤作動が生じたことにより生じた損害等当社の

責めに帰すことのできない事由により生じた損害。 

（６）所定の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもっ

て照合し、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことに

より生じた損害。 

（７）お客様の注文ミス又はお客様が必要な確認を怠ったがために、注文が約定され、また約

定されなかったことにより生じた損害。 

（８）お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、お客様の入力内

容の錯誤、当社及び当社が運営・管理等を委託している先のコンピュータ・システム、

ソフトウェアの故障、誤作動及び処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシス

テム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動及び処理速度の低下等、その他一切の

取引に関係するコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンライ

ンの故障や誤作動により生じた損害。 
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（９）第三者による当社システムへの侵入、妨害行為、情報の改ざん等により、当社システム

のサービス提供の遅滞、停止を余議なくされた場合に生じた損害。 

（10） お客様があらかじめ当社に登録したログインＩＤ、パスワードを使用して発生した損害。 

（11）本約款または取引規定、取引説明書に当社が免責される旨またはお客様が責任を負う旨 

が定められた損害。 

（12）その他当社の責めによらない事由に生じた損害。 

 

第 24条 通知の効力 

当社にお客様が届け出た電子メールアドレス、住所または所在地宛に当社より発信された諸通

知が、電子メールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責めに帰すべき事由により延着

し、または不到達となった場合、通常到達すべき時に到着したものとすること。 

 

第 25条 適用法 

本約款は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。 

 

第 26条 合意管轄 

お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とすること。 

 

第 27条 本約款の変更 

１ 本約款は法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社の必要が生じたときは改訂すること

ができること。 

２ 本約款の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課すもの

であったときには、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法により通知

すること。 

３ 本約款の変更に異議ある場合は当社がその都度定める期日までに当社に申し出るものとし、

当該期日までに申し出がないときは、お客様はその変更に同意したものとして取り扱うこ

と。 

４ 上記第 3 項に関わらず、変更の通知後にお客様が本取引の建玉の決済以外の取引をされた

場合は、約款の変更に同意したものとみなすこと。 

 

第 28条 クーリングオフについて  

お客様は本取引の性格上、取引成立後に当該注文に係わる契約を解除すること（クーリングオ

フ）は出来ないこと。 

 

第29条 分離独立条項 



 - 12 - 

本約款において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合であっ

ても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、適用法の範囲内で最大限の強制力を

有するものとすること。 

 

第 30条  取得情報の個人利用 

お客様は、本取引を利用して得られる数値、ニュース等の情報をお客様の取引目的のみに利用

するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工または再配信等、お客様の

個人利用以外を目的とした利用は行なってはならないものとする。 

 

第 31条  FATCA の取扱い 

米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス

法（FATCA）上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性が

あると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報（氏名/名称、

住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税

務当局が指定する情報）を米国税務当局に提供することがあること、および、本約款の定めに

より、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものと

して取扱うこと。 

① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織 

② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他

の組織 

③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関（適用外受益者として扱われる者を除く。） 

 

以  上 

 

2012年 1月9日制定 

2016年 12月22日改訂 

2019年 2月 21日改訂 

2019年 10月1日改訂 

2021年 9月 20日改訂 

2025年 1月7日改訂 

 

当社の承諾を得ずに無断で複写･複製する事を禁じます｡ 
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ひまわりFX取引規定 

 

お客様がひまわり証券株式会社（以下「当社」という。）の｢店頭外国為替証拠金取引｣（以下

「ひまわりFX」という。）を行うに際して､基本的な取決めである｢店頭外国為替証拠金取引（ひ

まわりFX）約款｣（以下「約款」という。）の補足的細則である｢ひまわりFX取引規定｣（以下

「取引規定」という。）を以下のとおり定める｡ 

 

第１条 ひまわりFXの利用 

約款・取引規定・「店頭外国為替証拠金取引（ひまわり FX）説明書」（以下「取引説明書」と

いう。）に基づいて定められた範囲内において以下の事項に全て該当する場合のみ､ひまわり

FXの利用を認められるものとする｡ 

①お客様がひまわり FX に係わる約款･取引規定･取引説明書･その他事前に交付された全ての

書類を熟読し､内容を十分理解した上で合意し､当社指定の書式に必要事項を記載してひまわ

りFXの申込みを行い､当社における所定の審査手続を経て承諾された場合｡ 

②お客様が入力したログインＩＤ及びパスワードが当社によって受理承認された場合｡ 

 

第２条 ログインＩＤ､パスワードの管理 

約款に基づいて発行されるログインＩＤ及びパスワードはお客様の責任において管理され､

常にお客様本人が使用するものとし､お客様自身での管理が必要となる｡万一お客様のログイ

ンＩＤ及びパスワードが第三者に使用され取引が行なわれたときなど､いかなる場合であっ

ても､その結果生じた一切の損害について当社は免責されるものとする｡ 

 

第３条 情報セキュリティロック 

当社は、お客様の資産を確実に保護する観点から、情報セキュリティロックの実施を行うも

のとします。セキュリティ制御は、第２条にあるログインＩＤ及びパスワードにてコントロ

ールし、ログインＩＤ及びパスワードはお客様ご自身での管理とする。万が一、セキュリテ

ィロックがかかってしまった場合、セキュリティ解除までに要する時間内での生じた一切の

損害について当社は免責されるものとする。 

※ セキュリティ解除に要する時間とは、ご本人確認等の解除に必要な手続きに要する時間と

なります。 

 

第４条 ＦＸ取引の注文の受付 

お客様がＦＸ取引を利用して行う売買注文については、お客様が所定の取引画面において注

文の入力を行った後、当社においてその入力の受信を確認した時点での受付が成立したもの

とする。 
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第５条 ひまわりFXのサービス内容  

(1) 当社は､取引説明書及び当社ホームページに定めるところにより､お客様に対してひまわ

りFXのサービスを提供するものとする｡ 

(2) 約款､取引規定等､ひまわり FX についてお客様に提供するサービス内容に関して、事前に

通知することなく追加・変更・削除する場合があるものとする。その時の連絡は、第１０

条に定める方法にてお客様に通知するものとする。 

 

第６条 使用機器及び回線 

ひまわり FX はインターネットを通じ、当社ホームページに定める環境にて行うものとする。

したがって､お客様がひまわりFXを利用する場合にあたっては､お客様の責任で使用機器及び

回線を準備する必要がある｡ 

※ 1 台のパソコンで同時に複数のログインはできません。 

※ 同時にログインを行った場合は障害が発生する場合がありますので行わないでください。 

 

第７条 レバレッジについて 

証拠金の額が、当社が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を基に決定されるため、

レバレッジは通貨ペアごとに異なり、またその比率は、常に一定ではないものとする。 

詳細は、取引説明書および当社ホームページを参照するものとする。 

 

第８条 注文の取消･変更 

 (1)お客様はひまわりFXの売買注文について､成立前の注文に限り､ 

取消､変更を行うことができる｡  

(2)回線障害又は通信環境の変化に起因した前項の取消､変更処理が完了しないことによる 

損害等について､当社は一切の責任を負わないものとする｡  

(3)お客様の入力ミス等の事由によりお客様の意思に反して約定した売買注文について､当 

社は一切の責任を負わないものとする｡  

(4)お客様のひまわりFXの売買注文について､以下の事項に該当する場合､当社は決済注文を

除き､全ての注文の執行を行わないものとする｡ただし､当社が必要と認めた場合はこの限

りではない｡ 

① お客様の取引口座の取引証拠金が当該注文に対して不足が生じる場合｡ 

② お客様がひまわり FX を利用して行った売買注文の内容が､法令､その他の諸規則等に

反するものであった場合｡ 

③ その他､当社が不適当と判断した場合｡ 

 

第９条 売買注文成立の確認 

お客様は売買注文の成立若しくは不成立を､ひまわりFX取引画面に表示し､お客様自身で確認
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するものとする｡ 

 

第１０条 連絡方法 

取引に関する通常の連絡方法として､ひまわり FX 取引画面､電子メール､ホームページにて発

信するものとする｡ 

 

第１１条 電話等による注文 

ひまわりFX取引画面または当社の用意したインターフェイス以外からの注文は一切受け付け

ないものとする｡ 

 

第１２条 システム障害 

(1) ひまわりFXにおいてシステム障害が発生し、お客様の注文が受け付けられなかった場合

で、当社にて発注の事実（受注行為）を確認できなかった場合、あるいは約定通知の遅

延等により、お客さまが発注する機会を逸した場合等の損失（機会損失）については、

損失を補填することはできません。 

(2) 当社はひまわりFXのシステム障害発生時に緊急を要する連絡事項がある場合は､ホーム

ページまたは電子メールにより告知するよう努めることとする｡ 

(3) 当社はひまわりFXのシステム障害に起因して発生した損害については、当社の判断によ

り対応します｡ 

 

第１３条 機器の障害 

(1) お客様の使用する端末機器及び通信回線に不具合が生じた場合､お客様の責任において

復旧することとする｡ 

(2) 当社はお客様の端末機器及び通信回線に不具合が生じての売買注文などによる､不利益

については一切の責任を負わないものとする｡ 

 

第１４条 証拠金の入出金 

(1) お客様の証拠金の入出金については約款及び取引説明書に明記､出金依頼についてはひ

まわりFX取引画面の出金メニューにて行うこととする｡ 

(2) お客様はひまわりFXを始めるにあたって､当社の指定金融機関口座に振込送金する方法

により証拠金の入金を行うものとする｡ひまわり FX は､当社が当該口座への取引証拠金

の入金を確認し､当該入金処理を終了した時点から取引可能となる｡ 

(3) 証拠金の入出金は、金融機関等により時間がかかる場合があり､これに起因するお客様の

損害について当社は一切の責任を負わないものとする｡ 

(4) クイック入金ご利用時において、手続き途中で終了したり、タイムアウト等で正常に処

理が完了しなかった場合は、即時反映が行われず、反映までに 2 営業日程、時間を要す
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る場合がある。 

 

第１５条 取引規定､約款並びに取引説明書の訂正と承認 

(1) 取引規定､約款並びに取引説明書は関係法令又は諸規則等の変更､監督官庁の指示､指導

若しくはその他必要が生じた時に変更されることがあるものとする｡ 

(2) 前項通知後にお客様がひまわり FX の決済注文以外の取引を行った場合は､取引規定､約

款並びに取引説明書の改定又はひまわり FX に係るサービス内容の変更を承認の上なさ

れたものとする｡ 

 

第１６条 ひまわり FX 残高報告書等の確認 

当社からお客様への取引内容等の報告は書面または電磁的方法により行うものとする｡ 

 

第１７条 取得情報の利用範囲 

お客様は､ひまわりFXを利用して得られる情報を､お客様の取引の目的のみに利用するもので

あり､当社の許可なしに第三者への利用目的としないものとする｡ 

 

以 上 

 

2012年 1月9日制定 

2017年 2月 21日改訂 

2019年 2月 21日改訂 

2019年 10月1日改訂 

2021年 9月 20日改訂 

2023年 3月6日改訂 

2025年 1月7日改訂 

 

 

当社の承諾を得ずに無断で複写･複製する事を禁じます｡ 
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ひまわりFXオンライン取引利用規定 

 

この「ひまわりFXオンライン取引利用規定」（以下「本利用規定」といいます。）は、ひまわ

り証券株式会社（以下、「当社」といいます。）がお客様に提供する店頭外国為替証拠金取引

（ひまわりFX）システム（以下「本取引システム」といいます。）の利用に関するお客様との

取決め事項です。  

 

（本取引システムの利用） 

第1条 本取引システムは、お客様が当社の別途定める｢店頭外国為替証拠金取引（ひまわりFX）

約款｣にある店頭外国為替証拠金取引を行うことを目的とします。  

2   本取引システムを利用した店頭外国為替証拠金取引に関する取決めは、当社が別途定め

る「店頭外国為替証拠金取引（ひまわりFX）規定」及び本利用規定によるものとします。  

 

（本取引システムの利用の制限）  

第2条 本取引システムに関する著作権及び知的所有権、その他一切の権利は当社に帰属し、お

客様は、本利用規定第1条の利用目的に従って、ご自身で本取引システムを利用する場合

のほか、本取引システムを、その目的の如何を問わず、複製、加工または再利用するこ

とはできません。  

2   本取引システムを第三者に販売、譲渡、質入、貸与又は頒布すること並びに第三者へ再

配信すること、第三者と共同して利用すること、第三者の利用に供することはできませ

ん。  

3   お客様が、第１項及び第2項に違反すると当社が判断した場合、当社はお客様の本取引

システムの利用を停止することができるものとします。 

 

（本取引システムの停止及び内容変更）  

第3条 本取引システムの保守等の必要があるときは、お客様への事前の通知を行うことなく、

本取引システムの運用の停止、休止、中断等を行うことができるものとします。  

 

（禁止事項） 

第4条 本取引システムの利用に当たっては、次に掲げる行為を禁止します。 

(1) 本取引システムに対し、不正にアクセスすること及びウィルスに感染したファ

イルを故意に送信すること。 

(2) 本取引システムの管理及び運営を故意に妨害すること。  

(3) 第三者の利用者ＩＤを利用すること。 

(4) 他人になりすまして本取引システムを利用すること。 

(5) 公序良俗またはその他法令等に反すると認められる行為をすること。 
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2   お客様が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認

める場合は、予告することなく、当該お客様による本取引システムの利用を停止するこ

とができるものとします。 

 

（当社免責事項）  

第5条 本取引システムにおいて提供する情報は、お客様個人による本利用規定第1条の使用目的

でのみ使用できるものとし、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、

当社は一切責任を負うものではありません。  

2   お客様は、ご自身の投資判断で本取引システムを利用して店頭外国為替証拠金取引を行

うことを自認し、当社は、本取引システムを利用した店頭外国為替証拠金取引の結果に

ついて、いかなる責任を負うものではありません。  

3   本取引システムのインストールまたは使用に関連してお客様に直接的または間接的に

発生する一切の損害（ハードウェア、他のソフトウェアの破損、データ消去、不具合等

を含む。）及び第三者からなされるいかなる請求について当社は一切責任を負うもので

はありません。  

4   お客様環境下における本取引システムが、外部要因等により使用できなくなることによ

り生じたいかなる損害についても、一切の責任を負うものではありません。 

5  本利用規定第3条1項の規定により本取引システムの休止等を行ったことによって生

じたいかなる損害に対しても一切の責任を負うものではありません。 

6   当社の提供するサービスが外的環境・内的環境の変化等その他さまざまな理由により正

常稼働しないことがあることにお客様は同意するものとします。その場合、当社の故

意・重過失の場合を除き当社はいかなる責任を負うものではありません。 

 

（本利用規定の改訂）  

第6条 本利用規定は、法令の変更、監督官庁の指示もしくは命令、その他必要が生じたときは、

お客様への事前の通知を行うことなく、本利用規定を改訂できるものとします。  

2   本利用規定の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課

すものであったときには、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法に

より通知すること。 

3   本利用規定の変更に異議ある場合は当社がその都度定める期日までに当社に申し出る

ものとし、当該期日までに申し出がないときは、お客様はその変更に同意したものとし

て取り扱うこと。 

4   上記第3項に関わらず、変更の通知後にお客様が本取引の建玉の決済以外の取引をされ

た場合は、約款の変更に同意したものとみなすこと。 

 

以 上 
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2012年1月9日制定 

2019年2月21日改訂 

2019年10月1日改訂 

2021年9月20日改訂 

2025年1月7日改訂 

 

 

当社の承諾を得ずに無断で複写･複製する事を禁じます｡ 
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契約締結前の書面 

(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお客様にお渡しする書面です。) 

 

この書面をよくお読み下さい。 

 

商号    ひまわり証券株式会社 

住所    〒100-6217 東京都千代田区丸の内一丁目１１番１号 

  ℡ 03-6910-3535 

金融商品取引業者  当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録

番号は次のとおりです。 

登録番号：関東財務局長（金商） 第 150 号 

 

○ 投資顧問契約の概要 

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に

助言する契約です。 

② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰

属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の

売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生す

ることがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。 

  

○ 提供する助言の内容及び方法 

① 当社は、当社が提供する店頭外国為替証拠金取引「ひまわり FX（ルー

プ・イフダン口座）」において、自動売買取引サービス（ループ・イフ

ダン注文）の提供をいたします。 

② 当社が提供する店頭外国為替証拠金取引「ひまわり FX（ループ・イフ

ダン口座）の取引は、ループ・イフダン注文の利用の有無に関わらず、

全て投資顧問契約における助言を受けたものとします。 

③ ひまわり FX（ループ・イフダン口座）を利用した売買の結果は、すべ

てお客様に帰属し、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこ

れを賠償する責任は負いません。 

 

○ 報酬等について 

① 助言報酬の額 

店頭外国為替証拠金取引「ひまわり FX（ループ・イフダン口座）」にお

いての助言報酬の額は、取引数量 1,000 通貨毎に片道 1 円（税込）とし

ます。 
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② 助言報酬等の支払い時期、方法 

助言報酬は、助言手数料対象取引 1,000 通貨毎の約定時に発生し、徴収

は決済時とします。この助言報酬額は、お客様のお取引毎のスプレッド

に含まれており、自動売買、手動売買の区別なく当社へお支払頂きます。 

③ その他 

お客様への助言の内容及び方法並びにその回数、報酬体系等、報酬の支

払時期については、原則として上記の方法によるものとしますが、助言

の内容及び方法等に変更があった場合等、特段の事情がある場合には、

上記と異なる当社指定の方法を取る場合があります。 

 

○ 有価証券等に係るリスク 

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりで

す。 

① 外国為替の価格変動リスク 

価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。 

② レバレッジ効果リスク 

デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を

上回る多額の取引を行うことがありますので、生じる損失の額が証拠金

の額を上回る（元本超過損が生じる）ことがあります。 

③ その他のリスク 

当社が別に定める店頭外国為替証拠金取引説明書「店頭外国為替証拠金

取引における主なリスク」を必ずご確認ください。 

 

○ クーリング・オフの適用 

投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、

次のとおりです。 

（１）クーリング・オフ期間内の契約の解除 

① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して１０日を経過

するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の

解除を行うことができます。電磁的記録により契約を解除する場合は、

電子メールにより行って下さい。 

電子メールアドレス：forex@sec.himawari-group.co.jp 

② 契約の解除日は、書面の場合お客様がその書面を発した日となります。 

③ 契約の解除に伴う助言報酬の清算は、次の通りとなります。 

・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合：投資顧問契約締結の

為に通常要する費用（封筒代、通信費等）相当額をいただきます。 
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・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合：投資顧問契約解除まで

に行われた助言に対する報酬の額をいただきます。 

④ 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。 

⑤ 契約解除の書面又は電子メールが当社に到着した時点において、未決

済建玉が存在する場合、すでに発生した助言報酬及びこの未決済建玉

の決済時に発生する助言報酬は、全てお客様に帰属致します。 

⑥ 契約解除の書面又は電子メールが当社に到着した時点において、未決

済建玉が存在する場合、当社の任意のタイミングで、お客様の全建玉

を強制決済いたします。強制決済を行った場合の損益は、全てお客様

に帰属致します。 

（２）クーリング・オフ期間経過後の契約の解除 

クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の１ヶ月前

までの書面又は電子メールによる意思表示で契約を解除できます。契約

解除の場合は、投資顧問契約解除までに行われた助言に対する報酬の額

を受領します。 

（３）投資顧問契約の解除について 

当社の投資顧問契約を解除した場合は、当社が提供する店頭外国為替証

拠金取引「ひまわり FX」の取引口座も同時に解約となるものとします。 

※店頭外国為替証拠金取引は、クーリング・オフの対象ではありません。 

 

○ 租税の概要 

お客様が店頭外国為替証拠金取引される際、売買による利益は、個人のお客様は雑所得と

して申告分離課税の対象となり、法人のお客様は益金として通常の法人税率により課税さ

れます。反対売買等により、毎年 1 月～12 月までの間に確定した損益を通算して、利益と

なった場合には、利益の合計額から必要経費を控除した額が課税対象になります。詳しく

は、最寄りの税務署もしくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。 

 

○ 投資顧問契約の終了の事由 

投資顧問契約は、次の事由により終了します。 

① お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき 

② 当社が提供する店頭外国為替証拠金取引「ひまわり FX（レギュラー口座）」の取引口

座を解約した時 

③ 当社が、投資助言業を廃業したとき 

④ その他、当社の提供する投資助言サービスをお客様が利用するのは不適当と当社が判

断したとき 

 

○ 禁止事項 



4 

金融商品取引業者は、次のことが法律で禁止されています。 

①  金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手
方として又は当該顧客のために金商法第二条第八項第一号から第四号
までに掲げる行為を行ってはならない。  

②  金融商品取引業者等は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投
資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、
又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若
しくは有価証券を預託させてはならないこと。  

③  金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し
金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若
しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはな
らないこと。  

なお、当社は金融商品取引業等に関する内閣府令第９５条第２項各号の規
定により上記①、②及び③は適用されません。  

 

会社の概要 

１ 資本金  300,000,000 円 

 

２ 役員の氏名 

代表取締役 中町 剛 

取 締 役 福田 圭祐 取 締 役 柏葉 克俊 

監 査 役 寺田 義秋 監 査 役 鈴木 明美 

 

３ 主要株主  株式会社 IS ホールディングス 

 

４ 分析者・投資判断者   投資情報室 担当者 

 

５ 助言者         投資情報室 担当者 

 

６ 当社への連絡方法及び苦情等の申出先 

以下の電話番号、E メールアドレスにご連絡下さい。 

電話番号 0120-86-9686   

E メールアドレス forex@sec.himawari-group.co.jp  

 

７ 当社が加入している金融商品取引業協会 

当社は、一般社団法人資産運用業協会、日本証券業協会及び一般社団法人金融先物取

引業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。 

  また、関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。 

 

８ 当社の苦情処理措置について 

（１）当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯
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に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。 

当社の苦情等の申出先は、上記６の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に

向けての標準的な流れは次のとおりです。 

① お客様からの苦情等の受付 

② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討 

③ 解決案のご提示・解決 

（２）当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図る

こととしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人資産運用業協会

から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けていま

す。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。 

●特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター 

住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 

電 話 0120-64-5005（フリーダイヤル） 

（月～金／9：00~17：00 祝日等を除く） 

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センタ

ーにご照会下さい。 

① お客様からの苦情の申立 

② 会員業者への苦情の取次ぎ 

③ お客様と会員業者との話合いと解決 

 

９ 当社の紛争解決措置について 

当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせ

んを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一

般社団法人資産運用業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員に

よりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる

場合は、上記の連絡先にお申出下さい。 

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センター

にご照会下さい。 

① お客様からのあっせん申立書の提出 

② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任 

③ お客様からのあっせん申立金の納入 

④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取 

⑤ あっせん案の提示、受諾 

 

10 当社が行う業務 

 当社は、第一種・第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っております。 
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以上 

 

 

平成 26年 11月 3日制定 

平成 27年 9月 25日改定 

平成 28年 4月 28日改定 

平成 29年 4月 1日改定 

平成 29年 6月 30日改定 

平成 30年 1月 15日改定 

平成 30年 4月 2日改定 

平成 30年 6月 29日改定 

令和元年 8月 26日改定 

令和 3年 9月 20日改定 

令和 4年 5月 9日改定 

令和 5年 3月 6日改定 

令和 6年 1月 11日改定 

令和 8年 4月 1日改定 

 

 

当社の承諾を得ずに無断で複写･複製する事を禁じます｡ 
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契約締結時の書面（投資助言）兼 投資顧問契約書 

 

(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 4 第 1 項に基づき、契約締結時にお客

様に交付しなければならない「契約締結時の書面（投資助言）」と「投資顧問契

約書」を兼用しています。) 

 

商号  ひまわり証券株式会社 

住所  〒100-6217 東京都千代田区丸の内一丁目１１番１号 

 

― 契約にあたってのご注意 ― 

Ⅰ 禁止行為 

金融商品取引業者は、次のことが法律で禁止されています。 

① 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、

顧客を相手方として又は当該顧客のために金商法第二条第八

項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない。  

② 金融商品取引業者等は、いかなる名目によるかを問わず、

その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価

証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関

係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させては

ならないこと。 

③ 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、

顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への

第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取

次ぎ若しくは代理をしてはならないこと。 

なお、当社は金融商品取引業等に関する内閣府令第９５条第２

項各号の規定により上記①、②及び③は適用されません。 

Ⅱ お客様の債権の優先弁済権 

当社と投資顧問契約を締結しているお客様は、その投資顧問契約により生じ

た債権に関し、当社が法に基づき差入れている金融商品取引業者に係る営業

保証金について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を受けることがで

きます。 

Ⅲ クーリング・オフの適用 

投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、

次のとおりです。 

（１）クーリング・オフ期間内の契約の解除 

① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して１０日を経
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過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約

の解除を行うことができます。電磁的記録により契約を解除する場合

は、電子メールにより行って下さい。 

電子メールアドレス：forex@sec.himawari-group.co.jp 

② 契約の解除日は、書面の場合お客様がその書面を発した日となります。 

③ 契約の解除に伴う助言報酬の清算は、次の通りとなります。 

・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合：投資顧問契約締結の

為に通常要する費用（封筒代、通信費等）相当額をいただきます。 

・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合：投資顧問契約解除まで

に行われた助言に対する報酬の額をいただきます。 

④ 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。 

⑤ 契約解除の書面又は電子メールが当社に到着した時点において、未決済

建玉が存在する場合、すでに発生した助言報酬及びこの未決済建玉の決

済時に発生する助言報酬は、全てお客様に帰属致します。 

⑥ 契約解除の書面又は電子メールが当社に到着した時点において、未決済

建玉が存在する場合、当社の任意のタイミングで、お客様の全建玉を強

制決済いたします。強制決済を行った場合の損益は、全てお客様に帰属

致します。 

（２）クーリング・オフ期間経過後の契約の解除 

クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の１ヶ月前ま

での書面又は電子メールによる意思表示で契約を解除できます。契約解除

の場合は、投資顧問契約解除までに行われた助言に対する報酬の額を受領

します。 

（３）投資顧問契約の解除について 

当社の投資顧問契約を解除した場合は、当社が提供する店頭外国為替証拠

金取引「ひまわり FX」の取引口座も同時に解約となるものとします。 

※店頭外国為替証拠金取引は、クーリング・オフの対象ではありません。 

Ⅳ 有価証券等に係るリスク 

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりで

す。 

① 外国為替の価格変動リスク 

価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。 

② レバレッジ効果リスク 

デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上

回る多額の取引を行うことがありますので、生じる損失の額が証拠金の額

を上回る（元本超過損が生じる）ことがあります。 
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③ その他のリスク 

当社が別に定める店頭外国為替証拠金取引説明書「店頭外国為替証拠金取

引における主なリスク」を必ずご確認ください。 

 

 

お客様とひまわり証券株式会社（以下「当社」という。）とは、お客様が当社に

対価を支払って、当社から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、次

の投資顧問契約書（以下、「本契約」という。）を締結するものとします。 

 

（投資顧問契約の締結） 

第１条 お客様は、自己の投資資産の運用に関し、当社から継続的に有用な情

報の供与を受けることを申し込まれ、当社は法令の規定及び本契約の本旨に

従い、お客様のため忠実に投資助言サービスを行うことを承諾するものとし

ます。 

2 お客様は、本契約を締結するに際し、事前に当社が別に定める「店頭外国為

替証拠金取引（ひまわり FX）約款」・「ひまわり FX 取引規定」・「ひまわり

FX オンライン取引利用規定」・「店頭外国為替証拠金取引 （ひまわり FX）説

明書」「ループ・イフダン口座利用規約」並びにその他諸規程を承諾するもの

とします。 

 

（助言の内容及び方法） 

第２条 当社は、国内の有価証券等の価値等またはこれらの価値等の分析に基

づく投資判断に関し、お客様に対して下記の方法により助言を行うものとし

ます。 

① 当社は、当社が提供する店頭外国為替証拠金取引「ひまわり FX（ループ・

イフダン口座）」において、自動売買取引サービス（ループ・イフダン）の

提供をいたします。 

② 当社が提供する店頭外国為替証拠金取引「ひまわり FX（ループ・イフダ

ン口座）」の取引は、ループ・イフダン注文利用の有無に関わらず、全て本

契約における助言を受けたものとします。 

③ ひまわり FX（ループ・イフダン口座）を利用した売買の結果は、すべて

お客様に帰属し、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを

賠償する責任は負いません。 

2 前項の投資助言サービスを提供する当社の担当者及び当社への連絡方法は

次の通りとします。 

① 分析者・投資判断者及び助言者：投資情報室 担当者 
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② 当社への連絡方法 

・電話番号： 0120-86-9686   

・E メールアドレス： forex@sec.himawari-group.co.jp  

 

 

（秘密の保持及び利用の制限） 

第３条 当社は、本契約に関連して知り得たお客様の財産状況その他の事情に

ついては、秘密を厳守するものとします。 

2 お客様は、第３条の２に定めるループ・イフダン注文の利用の制限および、

「ループ・イフダン口座 利用規約 第 6条 」に規定する「禁止事項」を遵

守するものとします。 

 

（報酬の額及び支払の時期） 

第４条 本契約によりお客様が支払う助言報酬の額及び支払い時期、方法は以

下の通りとします。 

① 助言報酬の額 

店頭外国為替証拠金取引「ひまわり FX（ループ・イフダン口座）」におい

ての助言報酬の額は、取引数量 1,000 通貨毎に片道 1 円（税込）とします。 

② 助言報酬等の支払い時期、方法 

助言報酬は、助言報酬対象取引 1,000 通貨毎の約定時に発生し、徴収は決

済時とします。この助言報酬額は、お客様のお取引毎のスプレッドに含ま

れており、自動売買、手動売買の区別なく当社へお支払頂きます。 

③ その他 

お客様への助言の内容及び方法並びにその回数、報酬体系等、報酬の支払

時期については、原則として上記の方法によるものとしますが、助言の内

容及び方法等に変更があった場合等、特段の事情がある場合には、上記と

異なる当社指定の方法を取る場合があります。 

 

（運用の責任） 

第５条 投資資産の運用は、お客様の意思に基づき、お客様によって行われる

ものであり、当社の助言はお客様を拘束するものではないものとします。 

2 当社は、お客様の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一

部の負担、又はお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとします。 

 

（契約期間） 

第６条 本契約に基づく契約期間は、次の通りとします。 
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① 契約年月日  

お客様が当社所定のひまわり FX に係る手続きを完了した日 

② 契約期間 

本契約締結時から解約時まで 

 

（届出事項の変更届出） 

第７条 当社に届け出た、氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑または住所

もしくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、当社に対し直

ちに書面または電磁的方法をもってその旨の届出をするものとします。 

 

（本契約の変更） 

第８条 本契約は法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社の必要が生じた

ときは改訂することができるものとします。 

2 本契約の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義

務を課すものであったときには、当社のホームページ上で通知するなど、当

社の定める方法により通知するものとします。 

3 本契約の変更に異議ある場合は当社がその都度定める期日までに当社に申

し出るものとし、当該期日までに申し出がないときは、お客様はその変更に

同意したものとして取り扱うものとします。 

4 上記第 3 項に関わらず、変更の通知後にお客様がひまわり FX（ループ・イ

フダン口座）において建玉の決済以外の取引をされた場合は、本契約の変更

に同意したものとみなします。 

 

（本契約の解約） 

第９条 次の各号のいずれかに該当したとき、本契約は解約されるものとしま

す。ただし、解約時においてお客様のひまわり FX（ループ・イフダン口座）

に未決済勘定が残存する場合、またはお客様の当社に対する本契約に基づく

債務が残存する場合には、その限度において本契約は効力を有するものとし

ます。 

① お客様が当社に対し「契約締結時の書面（Ⅲクーリング・オフの適用）」

に規定する方法により解約の申出をしたとき。 

② お客様から 1 年以上当社に対する連絡若しくは取引口座へのアクセスが

行われていないと当社が判断したとき。 

③ お客様が本契約の条項及び「ループ・イフダン口座利用規約」の各条項

のいずれかに違反し、当社が本契約の解約を通告したとき。 

④ お客様が本契約の投資助言サービスを利用することが不適当だと、当社
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が判断したとき。 

⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力

に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき。 

⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行

い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき。 

⑦ お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。 

⑧ 第８条に定める本契約の変更にお客様が同意しないとき。 

⑨ 前各号のほか、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申

出をしたとき。 

2 前項の場合において、お客様の当社に対するすべての債務を決済した後にお

客様のひまわり FX（ループ・イフダン口座）に残高があるときの処理につい

ては、お客様の指示に従うものとします。 

3 前項の指示をした場合に、当社の要した実費はその都度当社に支払うものと

します。 

 

（免責事項） 

第１０条 当社は「ループ・イフダン口座 利用規約 第 10 条」に規定する当

社免責事項に掲げる事項により生じるお客様又は第三者の損害又は損失など

について、当社の故意・重過失の場合を除きその一切の責任を負わないもの

とします。 

 

（通知の効力） 

第１１条 当社にお客様が届け出た電子メールアドレス、住所または所在地宛

に当社より発信された諸通知が、電子メールアドレス変更、転居、不在、そ

の他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または不到達となった場合、

通常到達すべき時に到着したものとします。 

 

（適用法） 

第１２条 本契約は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとします。 

 

（合意管轄） 

第１３条 お客様と当社との間の本契約に関する訴訟については、東京地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

（分離独立条項） 

第１４条 本契約において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無
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効と判断された場合であっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効

であり、適用法の範囲内で最大限の強制力を有するものとするものとします。 

 

以上 

平成 26 年 11 月 3 日制定 

平成 30 年 1 月 15 日改定 

平成 30 年 4 月 2 日改定 

令和元年 8 月 26 日改定 

令和 3 年 9 月 20 日改定 

令和 4 年 5 月 9 日改定 

令和 5 年 3 月 6 日改定 

 

 

当社の承諾を得ずに無断で複写･複製する事を禁じます｡ 



ループ・イフダン口座利用規約 

 

第１条 規約の適用  

この規約（以下、「本規約」という。）は、ひまわり証券株式会社（本社：東京都千

代田区、以下、「当社」）が開発し提供する、店頭外国為替証拠金取引（以下、「店

頭FX取引」という。）の自動売買サービス、ループ・イフダン口座（以下、「本サー

ビス」という。）の利用に関する規約です。※ループ・イフダン口座 の利用にあた

っては別途投資顧問契約の締結が必要となります。  

2 当社が、本サービスを利用する者（以下、「利用者」という。）に対して発する第3

条所定の通知は本規約の一部を構成するものとします。 

 

 

第２条 規約の変更  

当社は、利用者の了解を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合に、

本サービスの利用条件は、変更後の利用規約によるものを適用します。  

2  本規約は、本サービス上に表示した時点より、効力を生じるものとします。  

 

第３条 通知義務  

当社は、本サービス上での提示や電子メールの送付、その他当社が適当と判断する方

法により、利用者に対し随時必要な事項を通知します。  

2  前項の通知は、当社が当該通知を本サービス上又は電子メールで行った場合は、本サ

ービス上での提示、又は電子メールの発信が完了した時点より効力を発するものとし

ます。  

 

第４条 利用者における注意事項  

当社は、本サービスについてその内容や利益を保証するものではありません。また、

本サービスを利用した店頭FX取引に際しては、利用者自身の責任で行うものとします。  

2  複数の売買システムを組み合わせることにより、発生する損失（ドローダウン）が、

単数運用時のそれよりも大きくなることも想定されますのでご注意ください。また、

運用に係る証拠金は、単数運用時よりも多く必要となります。  

3  利用者は、本規約を承諾し、自己の費用と責任において本サービスを利用しているも

のとし、同様に通信機器・ソフトウェア・公衆回線など利用者側設備として必要なも

の全てを用意するものとします。  

 

第５条 サービス概要  

本サービスをご利用いただく際には、別途投資顧問契約に基づく助言報酬が発生しま



す。なお、インターネットの接続等の費用（プロバイダー料金、携帯端末のパケット

料金など）は利用者が負担するものとします。  

2  本サービスを利用するにあたり、メールアドレスなどの個人情報を登録する必要があ

ります。当社に提供された個人情報は、第9条（個人情報の保護）を遵守して管理、

運用します。  

 

第６条 禁止事項  

利用者は、本サービスを利用して、次の行為（以下、「禁止行為」）を行わないもの

とします。  

禁止行為を行った場合、当社はその利用者の以後の本サービスの利用を禁止する場合

があります。  

① 他の利用者又は第三者、若しくは当社の著作権、商標権などの知的財産権を侵害

する行為、又は侵害するおそれのある行為  

② 他の利用者又は第三者、若しくは当社を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉若し

くは信用を傷つける行為  

③ 他の利用者又は第三者、若しくは当社の財産、プライバシー、肖像権若しくはパ

ブリシティ権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為  

④ 他の利用者又は第三者、若しくは当社に対して無断で広告・宣伝・勧誘などの電

子メールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く電子メール等を送信する行

為、他者の電子メール等の受信を妨害する行為、連鎖的な電子メール等の転送を

依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為  

⑤ 他の利用者又は第三者になりすまして、本サービスを利用する行為  

⑥ 本サービスに接続されている他のコンピュータ・システム又はネットワークへの

不正アクセスを試みる行為  

⑦ その他、当社が不適切と判断した行為  

 

第７条 本サービス提供の中断  

当社は、次のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サ

ービスの提供を一時的に中断することがあります。  

① 本サービスの提供に関わるハードウェアおよびソフトフェア等（以下、本サービ

ス用設備）のメンテナンスのため、やむを得ない場合  

② 本サービス用設備に障害が発生し、やむを得ない場合  

③ 第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起

因して電気通信サービスの利用が不能になった場合  

④ その他、運用上又は技術上当社が本サービスの一時的中断が必要と判断した場合  

 



第８条 本サービスの終了  

当社は、相当の周知期間をもって利用者に通知の上、利用者に対する本サービス及び

本サービスの一部を終了することができるものとします。  

2  前項の通知は、本サービス上での提示及び電子メールの送付によるものとし、その通

知の効力は第3条の定めによります。  

3  当社は第1項の方法による利用者に対する通知の後、本サービスを終了した場合には、

利用者に対して本サービスの終了に伴い生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は

補償を免れるものとします。  

4  本サービス終了時点において、本サービスを経由して発注されたポジションが保有中

であった場合、当社でポジションを決済する場合があります。  

 

第９条 個人情報の保護  

当社は個人情報を適切に保護し、当社が別途当社サイト上に掲示するプライバシーポ

リシーを遵守します。  

 

第１０条 免責事項  

当社は、本サービスの利用によって利用者が被った損害又は損失などについては、一

切の責任を負わないものとします。  

2  当社は、本サービスの利用に際して、第2条 (規約の変更)、第7条 (本サービス提供

の中断)、及び第8条（本サービスの終了）があった場合等を含め、利用者が被った損

害又は損失に対して、一切の責任を負わないものとします。  

3 当社は、利用者が本サービスの利用によって、他の利用者又は第三者に対して損害を

与えた場合、その一切の責任を負わないものとします。  

4  当社は、利用者が本サービスを通じて得る情報などについて、その完全性、正確性、

確実性、有用性など、いかなる保証も行わないものとします。また情報の配信タイミ

ングの適時性についても正確性を保証するものではなく、一切の責任を負わないもの

とします。  

5  当社は、利用者が使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を

一切行わないものとします。  

6  本サービスの利用の際に発生した、電話会社又は各種通信業者より請求される接続に

関する費用は、利用者が自己責任において管理するものとし、当社は、いかなる保証

も行わないものとします。  

7  提供される売買システムの運用成績は、実際の結果であるか過去データによるテスト

結果であるかにかかわらず、将来の運用成績や成功を保証するものではありません。

従って、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を

負わないものとします。  



8  本サービスのもつ自動発注機能は、取引方法の一つであり、自動発注の設定及び自動

発注に対する全責任は利用者自身にあります。本サービスの不具合又は誤作動など、

その損害が本サービスに起因する場合であっても、当社はその賠償責任を負わないも

のとします。  

9  当社は、事前の予告なしに本システムに修正を施す権利を有します。  

 

第１１条 損害賠償の請求  

利用者が本規約に反した行為又は不正若しくは違法に本サービスを利用することに

より、当社に損害を与えた場合、当社は該当利用者に対して相応の損害賠償の請求(弁

護士費用を含む)を行う場合があるものとします。  

 

第１２条 管轄裁判所  

利用者と当社は、本規約に関連する紛争について、その訴額に応じて、東京簡易裁判

所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 

 

◆本サービス利用に関する重要事項 

1.ループ・イフダン注文の開始時には、クイック OCO 注文（新規注文＝クイックトレード、決済

注文＝OCO 注文）が繰り返し発注されますが、それ以降、最大ポジション数に値幅を乗じた範囲

内で段階的に発注される複数の注文は、IFDO 注文（新規注文＝指値注文、決済注文＝OCO 注文）

となります。 

 

2.最大ポジション数に値幅を乗じた範囲内で相場が動く場合は、利益確定の決済約定と繰り返し

の新規注文の発注が継続します。最大ポジション数に値幅を乗じた範囲を利益方向に超えて推移

した場合、ポジションがゼロとなる決済約定と同時にクイック OCO 注文が発注され、そのレー

トから最も離れた指値注文が取り消されます。（ただし、為替相場の急変時や休日やメンテナン

ス時間などを挟み価格が乖離した場合、新規のクイック OCO 注文を基準とした新たなループ・イ

フダン注文となり、乖離した指値注文はすべて取り消されます。）最大ポジション数に値幅を乗

じた範囲を損失方向に超えて推移した場合、損決済の約定と同時にクイック OCO 注文が発注され

ます。 

 

3.為替相場の急変時や休日やメンテナンス時間などを挟み価格が乖離した場合、利益方向への乖

離では、ポジションがゼロになる指値決済の約定レートと新規クイック OCO 注文の約定レート

が乖離することがあります。損失方向への乖離では、新規クイック OCO 注文と逆指値の損決済

注文が、相場急変直後や休日明けやメンテナンス明けの価格で同時に約定することにより、少な

くともスプレッド分の損失が発生する場合があります。 

 



4.ループ・イフダン口座で約定したポジションは、ループ・イフダン注文に依らずにお客様自身

の任意のご判断に基づき決済注文を執行することが可能です。ただし、ループ・イフダン注文に

依らずに決済した場合、同ポジションの決済指値を取り消した場合、また、新規注文可能額を不

足したことにより新規注文が成立しなかった場合は、その時点で当該ループ・イフダン注文は停

止されます。その他、お客様自身の任意のご判断に基づきループ・イフダン注文の稼働を停止す

ることも可能です。ただし、ループ・イフダン注文の稼働が停止された場合、当該ループ・イフ

ダン注文により約定したポジションの決済注文（指値・逆指値）は取消しされません。 

 

5.ループ・イフダン注文を停止する、または、ループ・イフダン注文の指値（逆指値）注文の何

れかを取り消すと、当該ループ・イフダン注文の注文中の IFDO 注文は取り消されますが、当該

ループ・イフダン注文にて約定済みのポジションにかかる決済 OCO 注文は取消されません。 

 

6.ループ・イフダン口座で新規約定した取引には、自動売買、手動売買の区別なく助言報酬が発

生いたします。助言の報酬の額は、取引数量 1,000 通貨毎に 1 円（税込）とします。当該助言

報酬は、助言報酬対象取引 1000 通貨毎の約定時に発生し、徴収は決済時とします。この助言報

酬は、お客様のお取引ごとのスプレッドに含まれており、自動売買、手動売買の区別なく当社へ

お支払頂きます。 

 

7.ループ・イフダン口座で約定したポジションは通常のポジションと同様に、計算上の損失が一

定の水準を超えた場合のロスカットルールや、証拠金判定による強制決済の対象となります。ま

た、ロスカットや強制決済が執行されると全てのループ・イフダン注文は停止されます。 

 

8.お客様が複数のループ・イフダン注文を同時に運用されたとき、相場状況によっては複数のポ

ジションを保有する場合があり、お客様の損失が拡大する可能性があります。 

 

 

 

2018 年 1月 15 日 制定 

2021 年 9月 20 日 改訂 

 



ひまわり証券株式会社 御中 

 

店頭外国為替証拠金取引（ひまわり FX）に関する確認書 

 

 

 

1. 私は、「店頭外国為替証拠金取引（ひまわり FX）説明書」・「店頭外国為替証拠金（ひま 

わり FX）取引約款・規定集」の内容について熟読の上、店頭外国為替証拠金取引の仕組み 

等を理解し、自身の判断と責任において当該取引を行います。  

2. 私は、店頭外国為替証拠金取引がレバレッジ効果によって大きな利益を得る機会がある 

と共に、大きな損失を被る可能性があることを理解しています。  

3. 私は、店頭外国為替証拠金取引が証拠金の元本保証がされていないこと及び、投資金額 

以上の損失を被る可能性があることを理解しています。  

4. 私は、損失拡大を防ぐため、自動決済（ロスカット）されることを理解しています。ま た、

ロスカット値は商品別に異なること（取引要綱参照）を理解しています。  

5. 私は、仮に 1 万米ドルの取引を行った場合、為替相場が 1 円変動すると 1 万円の為

替 差損益が発生することを理解しています。  

6. ひまわり証券株式会社の店頭外国為替証拠金取引は、私と同社との相対取引であり、為 

替レートが他の情報（テレビやインターネット等）とは必ずしも一致しないことを理解し 

ています。  

7. 私は、取引を行うにあたり、「店頭外国為替証拠金取引説明書」の≪店頭外国為替証拠 金

取引における主なリスク≫が全てのリスクであるとは限らないことを理解しています。  

8. 私は、ひまわり証券株式会社が電磁的方法により書面の交付を行うことに承諾します。  

9. 私は、以下の（１）及び（２）をそれぞれ確約します。  

（１）現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来 に

わたっても該当しない。  

（２）自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行 為、

取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又 は威

力を用いて貴社の信用を毀損し又は貴社の業務を妨害する行為等を行わない。  

なお、（１）のいずれかに該当し、若しくは（２）のいずれかに該当する行為をし、又は （１）

に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、取引が停止され、 又は

通知によりひまわり証券株式会社の FX 口座が解約されても異議申し立てをいたしません。

また、これにより損害が生じた場合でも、すべて私の責任といたします。 



プライバシーポリシー 

（個人情報保護方針） 

 制定：2005年 04月 01日 

最終改訂：2025年 12月 05日 

ひまわり証券株式会社 

当社は、金融商品取引業務及びその関連業務等において取り扱う全ての個人情報及び個人番号（以下、

「個人情報等」という。）の保護について、その重要性及び社会的使命を十分に認識し、本人の権利

の保護、個人情報等に関する法規制等を遵守します。また、以下に示す方針を実現するための個人情

報等の保護マネジメントシステムを構築し、その継続的な改善に全社を挙げて取り組むことをここに

宣言します。 

１. 当社は、当社の金融商品取引業務及びその関連業務等において取扱う個人情報等及び従業員等の

個人情報等に関し、個人情報等の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守い

たします。

２. 当社は、個人情報等の適切な取得、利用にあたっては、その利用目的を特定することとし、特定

された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）はいたしません。

個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。

３. 個人情報等の漏洩、滅失、棄損等のリスクに対しては、合理的な安全対策及び防止策を講じ、事

業の状況に合わせ経営資源を注入し、個人情報等の保護管理体制を継続的に向上させます。また、

万が一の際には、速やかに是正措置を講じます。

４. 個人情報等の取り扱いに関する苦情及び相談に対しては、迅速かつ誠実に対応します。

５. 個人情報等の保護マネジメントシステムは、当社を取り巻く環境の変化を踏まえ、適時、適切に

見直してその改善を継続的に推進します。

６. 本方針は、全ての従業員に周知させるとともに、当社ホームページ等に掲載すること等により、

いつでも、どなたにも入手可能な措置をとるものとします。



 

【 個人情報（特定個人情報を含む）の取扱いについて 】 

 

ひまわり証券株式会社（以下、「当社」という。）は、お客様が安心して当社のサービスをご利用い

ただけるように、個人情報保護方針に基づき、以下のお客様の個人情報、個人番号及び特定個人情報

（以下、個人番号と特定個人情報を「特定個人情報等」といいます。）を細心の注意を払って取り扱

っております。 

 

「個人情報」：生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名・生年月日・その他の

記述により特定の個人を識別することが出来るものをいいます。 

「個人番号」：住民票コードを変換して得られる番号で、個人を識別するために指定されるものをい

います。（いわゆる「マイナンバー」のことをいいます。） 

「特定個人情報」：上記の「個人番号」を内容に含んだ個人情報をいいます。 

「特定個人情報等」：上記の「個人番号」と「特定個人情報」を合わせたものをいいます。 

 

１. 個人情報・個人番号の管理者 

当社は、お客様との取引にあたり、下記の通り個人情報・個人番号の管理者を定めます。 

事業者名：ひまわり証券株式会社 

個人情報の管理者：個人情報保護管理責任者 

 

２. 個人情報の利用目的 

当社は、お客様の個人情報について次の利用目的の達成に必要な範囲において取り扱いします。 

なお、個人情報保護法、金融商品取引業者に関する内閣府令、その他規範等を遵守し、本人の

明示的な同意がある場合または法令等に基づく目的以外の目的には利用しません。 

(１) 金融商品取引業務及びこれに付随する業務に係る以下の利用目的 

 金融商品取引法に基づく金融商品の販売、サービスの提供・案内を行う目的 

 お客様に対し、取引結果、預り財産等の報告を行う目的。 

 サービスの提供の妥当性を判断する目的。 

 お客様との取引に関する事務を行う目的。 

 市場調査並びにデータ分析、各種キャンペーン、アンケートの実施等によるサービスの

向上を図る目的。 

 お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務を履行する目的。 

 その他、お客様との取引を円滑に行う目的。 

(２) 求人・採用及び退職者に係る利用目的 

当社への就職を希望し、履歴書、職務経歴書等の人事情報を提供された方々の個人情報は、

当社の採用選考活動の目的のみに利用させていただきます。また、退職者の個人情報につ

いては、連絡及び問合せのために利用させていただきます。 

(３) 当社および当社の親会社である株式会社 ISホールディングスのグループ会社（以下「当

社のグループ会社」という。）の商品・サービス等に関する情報提供のための利用目的 

・当社および当社のグループ会社※が取り扱う商品・サービス、キャンペーンその他各種



 

ご案内の送付・提供 ※当社のグループ会社は以下をご覧ください。 

https://www.isgroup.co.jp/group/group.html 

(４) その他業務遂行上、必要と認められる利用目的 

※ ご提出いただいた本人確認書類は、原則、不備書類も含めて返却いたしません。 

 

３. 特定個人情報等の利用目的 

当社は、お客様の特定個人情報等を、「２.個人情報の利用目的」の記載内容にかかわらず、以

下の利用目的の達成に必要な範囲において取り扱いします。 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を遵守し、同法

で定められた利用目的以外の目的のためには、取得、利用もしくは第三者への提供はいたしま

せん。 

(１) 金融商品取引業務及びこれに付随する業務に係る以下の利用目的 

 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため。 

(２) 法令等で例外的に認められている以下の利用目的 

 激甚災害時等に金銭の支払を行う場合 

 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、

又は本人の同意を得ることが困難である場合 

 

４. 個人情報・特定個人情報等の委託 

当社が自社の事務の一部又は全部を業務委託する場合に、当社と同等の安全管理措置の実施レ

ベルを持った委託先にお客様の個人情報を委託することがあります。 

 

５. 個人情報・特定個人情報等の第三者への開示及び提供 

当社は、業務委託先への提供又は以下のいずれかに該当する場合を除き、お客様の個人情報を

第三者へ開示又は提供することはいたしません。 

個人番号に関しては、以下第 1号から第 7号に関わらず、番号法第 19条各号のいずれかに該当

する場合を除き提供はいたしません。 

(１) ご本人の同意がある場合。 

(２) ご本人を識別することが出来ない状態で開示・提供する場合。 

(３) 法令に基づく場合。 

(４) 人命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難

であるとき。 

(５) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本

人の同意を得ることが困難なとき。 

(６) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令に定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(７) 適切なサービスの提供のため、お客様からの入出金に関して金融機関に問い合わせる場合。 

 

６. 個人情報の共同利用 



 

(１) 共同利用する者の範囲 

(ア)当社のグループ会社。詳細は以下をご覧ください。

https://www.isgroup.co.jp/group/group.html 

(２) 共同利用する者の目的 

(ア)お客様からのお申し込み、お問合せ等に適時・適切な対応を行うため。 

(イ)市場調査並びにデータ分析、各種キャンペーン、アンケートの実施等によるお客様へ

のサービスの向上のため。 

(ウ)当社のグループ会社が運営するサービスをお客様へ提供するため。 

(エ)その他業務上、必要な対応を行うため。 

(３) 共同利用される個人データの項目 

お名前、ご住所（都道府県）、電話番号、電子メールアドレス、年齢、取引情報等の上記

(2)の利用する者の目的に必要な範囲の事項 

(４) 当該個人データ管理責任者 

〒100－6227 東京都千代田区丸の内 1－11－1 

ひまわり証券株式会社 個人情報等保護管理担当者 

 

７. 個人情報の開示 

当社が保有するお客様の個人情報に関して、お客様ご自身の情報の開示を希望される場合には、

お申込みいただいた方がご本人であることを確認した上で、開示させていただきます。 

請求方法等につきましては「個人情報の開示、訂正、利用停止の手続き」をご覧ください。 

なお、開示の請求、利用目的の通知の請求につきましては有料とさせていただきます。 

また、特定個人情報等の開示についてお申し込みがあった場合は、お申込みいただいた方がご

本人であることを確認した上で、個人番号の保有の有無についてのみご回答いたします。 

 

８. 個人情報の訂正及び追加等（特定個人情報等は除きます。） 

当社が保有するお客様の個人情報に関して、お客様ご自身の情報について訂正、追加を希望さ

れる場合には、お申込みいただいた方がご本人であることを確認した上で、事実と異なる場合

には、その情報の訂正、追加をメール、電話、ＦＡＸ等で受付いたします。 

 

９. 個人情報の利用停止及び消去（特定個人情報等は除きます。） 

当社が保有するお客様の個人情報に関して、お客様ご自身の情報の利用停止又は消去を希望さ

れる場合には、お申込みいただいた方がご本人であることを確認した上で、その利用の停止又

は消去いたします。 

これらの情報の一部又は全部を利用停止又は消去した場合、不本意ながらご要望に沿ったサー

ビスの提供等ができなくなることがありますので、ご理解願います。 

請求方法等につきましては「個人情報の開示、訂正、利用停止の手続き」をご覧ください。 

なお、利用の停止又は消去につきましては無料とさせていただきます。 

 

１０. 「個人情報（特定個人情報等を含む）の取扱いについて」の不同意 



 

当社は、あくまで当社全体のサービスの品質向上を目的とし本「個人情報（特定個人情報等を

含む）の取扱いについて」に沿って慎重かつ適切に個人情報を管理してゆく所存ですが、本

「個人情報（特定個人情報等を含む）の取扱いについて」に同意いただけない場合には、お客

様との取引をお断りさせていただくことがあります。 

 

１１. 個人情報を与えることの任意性（特定個人情報等は除きます。） 

お客様からいただく個人情報は任意によるものです。 

但し、ご提供いただけなかった場合、当社からの案内・サービスの提供を受けることが出来な

い場合や採用管理業務等に支障が出る場合があります。 

 

１２.  安全管理措置 

   当社は、個人情報の漏洩、滅失又は棄損を防止するとともに個人情報を適切に管理するために、

役職員の責任の明確化、社内規程の整備、役職員の教育・訓練、漏洩等の事故を防止するため

の物理的、技術的な対策等の安全管理措置を講じます。 

 

１３. 個人情報開示等の受付方法と窓口 

 当社が保有するお客様の個人情報に関する、上記７，８，９のお申し出及び個人情報に関する   

 お問い合わせは、下記の宛先に電話、郵便又は電子メールでお申し込み願います。 

 

１４. 個人関連情報取扱業者からの取得 

当社は、広告・宣伝や広告の成果確認等のため、氏名等のお客様を特定する情報を保有しない

個人関連情報取扱業者からお客様に関する個人関連情報（Webの閲覧履歴、識別子等）の提供

を受け、当該情報を当社が管理するお客様の個人情報と紐づけることで個人データとして利用

することがあります。 

 

１５. 自動取得する情報 

(１) 当社のホームページ等で案内している電話番号、フリーダイヤルにお電話いただいた通話

は、内容の確認・証明のために録音させていただきます。 

(２) 当社ＷＥＢサイト及び取引画面へのログイン後のページでは、当社自身がサイト評価のた

め及び取引記録を残すためにアクセスログを記録しています。 

(３) 当社は、お客様のパソコンを特定し利便性を高めるためにクッキー（Cookie）と呼ばれる

情報等を、お客様のパソコンにお送りします。クッキー情報等はお客様のパソコンを特定

するために使用しており、クッキー情報等には個人情報は含まれていません。 

(４) 当社のオフィス内の監視カメラの映像情報を防犯のために記録しています。 

以上、あらかじめご承知ください。 

 

 

 

 

 



 

【 ご質問・ご意見など 】 

 

個人情報・特定個人情報等についてのご質問やご意見などは、次の窓口までご連絡ください。 

 

〒100-6217  

東京都千代田区丸の内一丁目１１番１号 

ひまわり証券株式会社 コンプライアンス部 

ＴＥＬ：03-6910-3535 

受付時間：9：00～17：00（土日祝日、年末年始の休業日を除く。） 

 

【 認定個人情報保護団体 】 

 

当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である一般社団法人金融先物取引業協会及び日

本証券業協会の協会員です。同協会の相談室では、協会員の個人情報の取り扱いについての苦情・相

談をお受けしております。 

 

【苦情・相談窓口】 

一般社団法人 金融先物取引業協会   個人情報苦情相談室   電話（03-5280-0881） 

日本証券業協会           個人情報相談室     電話（03-6665-6784） 

 

以上 

http://www.ffaj.or.jp/
http://www.jsda.or.jp/
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